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 〔 開議 ９時３０分 〕 

○議長（藤井満久君） 

 皆さん、おはようございます。 

 本日は６月定例町議会２日目に御出席をいただき、まことにありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しておりますので、これより本日

の会議を開きます。 

 日程に先立ちまして、検査財政課長より発言の申し出がありましたので許可します。 

 検査財政課長。 

○検査財政課長（山下忠仁君） 

 議長のお許しを得て発言させていただきます。 

 議会初日で内田議員より議案第49号 工事請負契約の締結について、日間賀島渡船施

設整備工事における最低制限価格の設定についての御質問に対する答弁をさせていただ

きます。 

 南知多町契約規則第15条第１項に基づき、契約担当者は、地方自治法施行令第167条

の10第２項の規定により、最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した

予定価格の５分の４から３分の２までの範囲内において定めなければならないとしてい

ます。この規定の範囲内において設定しています。 

 なお、この価格については、公表はしておりません。以上です。 

○議長（藤井満久君） 

 ありがとうございました。 

 それでは、改めまして、本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであ

ります。よろしくお願いします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 日程第１ 一般質問 

○議長（藤井満久君） 

 日程第１、一般質問を行います。 

 質問の時間は、答弁を含めて１時間までとし、関連質問は認めません。 

 なお、念のため申し上げます。自席からの再質問については細分化してもよいことと

いたします。また、法令を遵守し、良識と節度を持って議会運営に心がけてください。 

 11番、榎戸陵友議員。 
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○１１番（榎戸陵友君） 

 ただいま議長のお許しを得ましたので、一般質問をさせていただきます。 

 壇上では原稿の朗読によりますので、よろしくお願いいたします。 

 １．人間ドック助成事業について問う。 

 国民健康保険事業は、ほかの医療保険制度に加入していない全ての方、農業、漁業、

自営業者、無職の人、零細企業の従業員やその家族の人などを被保険者とし、地域医療

の確保と住民の健康保持・増進を目的とした制度であります。ほかの医療保険に比べ加

入者の平均年齢が高く、平均所得が低いため、国保財政は脆弱な基盤の上での不安定な

財政運営となっております。安定的な財政運営や効率的な事業の確保など、課題が懸念

されております。 

 さて、本町では、本年度、国民健康保険加入者を対象に人間ドックの助成を開始する

ことになりました。先着160名に人間ドック基本料金の７割分を町が負担をします。人

間ドックの目的は、受診することでふだん気がつきにくい疾患や臓器の異常及び健康度

などをチェックすることにより、生活習慣病など病気の早期発見・早期治療、重症化の

予防を図ることです。 

 また、国保加入者の人間ドック受診は、自発的な健康づくりと健康維持により医療費

の出費を抑え、国保財政の健全化に大きく寄与すると考えられます。したがって、人間

ドックの重要性を考慮し、希望者全ての人が受診できるようにすれば、より大きな効果

が得られると考えられます。そこで、以下の質問をさせていただきます。 

 １．平成29年度ヤング健診や特定健診の受診状況はどうか。また、ヤング健診の受診

者で国保加入者はどのぐらいか。 

 ２．近隣自治体における人間ドック助成事業の実施状況はどうか。また、補助率はど

うか。 

 ３．人間ドック助成事業の予算はどのぐらいか。また、定員160名に基本料金の７割

分を町が助成する根拠は何か。 

 ４．この事業の目的はどのように考えているか。 

 ５．人間ドック助成申し込みの受け付け状況について、聞くところによると５月１日

から11月30日までの７カ月もある申込期間で、わずか２日間くらいで定員にすぐ達した

ようだが、定員と期間はどのように決めたか。 

 ６．今後は抽せんを行うとか、公平で合理的な受け付け方法を考慮してはどうか。 
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 ７．この助成事業の定員を今後追加する考えはないか。 

 ８．脳ドックの助成はどのように考えているか。 

 続きまして、２番に移ります。 

 エキノコックス対策について。 

 平成30年４月17日の新聞に知多半島でエキノコックス検出の記事が掲載されました。

県動物保護管理センター知多支部が、昨年４月からことし２月に知多市と阿久比町、南

知多町で捕獲した３頭の野犬のふんから、国立感染症研究所が遺伝子検査によって寄生

虫のエキノコックスを検出した。平成26年に阿久比町の野犬で確認されたのに続いて県

内２例目だ。県健康対策課によると、野犬の間で感染が広がっているおそれがあるとし

ている。 

 エキノコックスは、もともと北海道のキタキツネが持っていた体長５ミリ以下の寄生

虫である。人が感染すると10年ほどの潜伏期間を経て腹部が張って黄疸が出るなどの症

状が出る。放置すると肝機能不全を起こし死亡することもある。流行地域の北海道では、

年間に10人ほどの患者が出ている。非常に危険な寄生虫である。新聞発表により、今後、

南知多町の農業や観光業の風評被害も懸念され早急な対策が必要と考える。そこで、以

下の質問をさせていただきます。 

 １．町では、エキノコックスをどのように認識しているか。 

 ２．大井地区には野犬のほかにキツネなども生息している。このような野生動物など

の捕獲対策はどのように考えているか。 

 ３．町では、エキノコックス感染についてホームページで注意喚起を行っているが、

それ以外でどのようなことを行っているか。 

 ４．南知多町の農業や観光業など、風評被害の情報はないか。 

 ５．町当局は、エキノコックスに対してどのような対策を考えているか。 

 以上で壇上での質問を終わります。町当局の明確なる答弁をお願いいたします。再質

問は自席で行いますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 それでは、御質問１－１、平成29年度ヤング健診や特定健診の受診状況はどうか。ま

た、ヤング健診の受診者で国保加入者はどのぐらいかについて答弁させていただきます。 
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 まずヤング健診とは、16歳から39歳の学校や職場で健診を受ける機会のない方が対象

で、加入する保険に関係なく受診することができます。 

 受診状況につきましては、対象者4,192人に対し、受診者が276人、受診率は6.6％に

なります。 

 次に、特定健診とは、40歳から74歳の国民健康保険の加入者が受診できます。受診状

況につきましては、対象者4,975人に対し、受診者が1,791人、受診率は36.0％になりま

す。 

 また、ヤング健診の受診者で国保加入者につきましては、受診者276人中179人であり、

受診率は、64.9％になります。以上でございます。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 今、おっしゃられたように特定健診が36％でヤング健診が6.6％。ヤング健診の受診

率が大変低いと思いますけれども、何か対策とかは考えていますか。 

○議長（藤井満久君） 

 保健介護課長。 

○保健介護課長（鈴木茂夫君） 

 ヤング健診は国保加入者にかかわらず、ほかの医療保険に加入している方も含めて、

健診を受ける機会がない人の受け皿として受診することができます。 

 周知の方法としては、広報、あるいはホームページといったことで周知をしておりま

して、受診率向上のためには、そのような周知を重点的に今後行っていく必要があると

考えております。以上です。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 ヤング健診というのは若い人で、それにメタボの健診とかをするのでなかなか行きづ

らいと思うんですけれども、もうちょっと考えていただきたいなあと思います。 

 先日、配っていただきました第３期特定健診審査等実施計画というのがございます。



－５３－ 

それの69ページを見ますと、特定健診の今後の目標として、平成35年には60％まで受け

てもらうという仮定がされております。また、ヤング健診におきましても15％まで上げ

るという目標がされております。こちらのほうは目標達成ができると思いますか。 

○議長（藤井満久君） 

 住民課長。 

○住民課長（宮地利佳君） 

 ただいまの特定健診とヤング健診の受診率を目標まで達成できるかという御質問に対

してですが、今後の受診率向上に対しての対策としまして考えておりますのが、まず健

診を都合のいいときに受けられるようにということで、各医療機関等で受診できる個別

健診というのを実施しております。これに対しまして、今までは町内の医療機関と、あ

と美浜町の厚生病院、半田市の医師会の健康管理センターでやっておりました。ここに

追加しまして、今年度から美浜町の渡辺病院と浜田整形外科内科クリニックを追加して

受診機会の充実を図りました。 

 あとそのほか、集団健診では、昨年度までは17日間行っておりましたが、今年度につ

きましては、５月から７月に各地区で集団健診を行っておりますが、そこで受けられな

かった方が受けられるようにということで、１日ですけど追加いたしました。 

 そのほかには、未受診者、受けていない方に対しての勧奨のはがき、通知等を出して

おりますが、このはがきの勧奨につきましても、今後重点的にやっていきたいと考えて

おります。 

 あと個別健診の関係ですが、本年１月に南知多町の医師会がありまして、その場にお

きまして、各医療機関でも個別健診を勧めていただくようにというふうにお願いしてき

ました。このようなことによりまして、目標に達成するように努力していきたいという

ふうに考えております。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 詳細な説明をありがとうございました。 

 十分に努力していただいて目標を達成していただくようお願いいたします。何よりも

住民の健康、診査を受診することによっていろいろな病気がわかります。その後もいろ
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いろと指導してくれると聞いております。よろしくお願いいたします。 

 次に移ってください。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 それでは続きまして、御質問１－２、近隣自治体における人間ドック助成事業の実施

状況はどうか。また、補助率はどうかにつきまして答弁させていただきます。 

 知多管内の本町を除いた５市４町の状況につきまして答弁いたします。 

 平成30年度に知多管内で人間ドック助成事業の実施を予定しているのは、本町のほか、

常滑市、東浦町、阿久比町及び美浜町の１市３町でございます。 

 人間ドック事業の補助率につきましては、助成の方法により単純計算ができない市町

があるため、自己負担額または市町の助成額をお答えいたします。 

 まず常滑市につきましては、自己負担額を常滑市民病院では１万円、他の市内医療機

関では7,000円で実施し、市の助成額としては１人当たり約２万円、定員は230人であり

ます。平成29年度の受診者は224人でありました。 

 東浦町は、平成29年度までは１人当たり4,000円の定額補助でありましたが、平成30

年度は１人当たりの助成額を１万円に増額しております。定員はありません。平成29年

度の受診者は58人でありました。 

 阿久比町につきましては、基本料金の５割を助成し、１人当たり男性１万 6,200円、

女性１万8,360円を助成します。定員は300人であります。平成29年度の受診者は267人

でありました。 

 美浜町につきましては、定額助成で１人当たり１万1,600円の助成、定員はありませ

ん。平成29年度の受診者は367人でありました。以上でございます。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 次、３番をお願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 次、３番の答弁を、厚生部長。 
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○厚生部長（田中吉郎君） 

 それでは続きまして、御質問１－３、人間ドック助成事業の予算はどのくらいか。ま

た、定員160名に基本料金の７割分を町が助成する根拠は何かにつきまして答弁させて

いただきます。 

 まず、平成30年度の人間ドック助成事業の予算額は、人間ドック委託料324万円であ

ります。 

 次に、定員160名、基本料金の７割分を町が助成する根拠につきまして、平成19年度

までは人間ドック助成事業に対して国の補助もあり、本町でも平成19年度まで人間ドッ

クに対する助成を行っていました。そのときの助成は、定員100名、助成額は２万2,000

円で基本料金の約７割でございました。 

 また、一般的な保険診療の場合、保険者の負担割合も７割であります。そのため、今

年度の人間ドックの助成の実施に当たっては、これらの数字を参考にし、定員について

は予算の財源を考慮しつつ、100名から60名増員し160名の定員としたものであります。

以上です。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 先ほど美浜町、阿久比町、東浦町、常滑市の実施状況を調べていただきました。その

中で、美浜町が１万1,600円、常滑市が１万円と7,000円、阿久比町が１万6,200円と１

万8,360円、東浦町が約１万円ということで、大体２分の１ぐらいでやっておられます

ので、こういう考え方もあるということをちょっと御指摘しておきます。 

 次、４番をお願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 続きまして、御質問１－４、この事業の目的はどのように考えているかにつきまして

答弁させていただきます。 

 人間ドック事業の目的としましては、榎戸議員の御説明のとおり、住民の健康の保

持・増進を図るため特定健診事業に加えて、より詳細な検査を実施する人間ドックの費
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用を助成することにより、ふだん気がつきにくい疾患や臓器の異常及び健康度などをチ

ェックすることができます。 

 また、人間ドックや無料の特定健診を定期的に受けることにより、健康に関心を持ち、

病気の早期発見・早期治療、重症化を予防することができ、将来的には医療費の抑制に

つながるものと考えております。以上です。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 今言われたように、人間ドックは被保険者の健康の維持増進が目的であります。ひい

ては医療費の出費を減少させ、国保財政の健全化に大きく寄与するものと考えられます。 

 したがって、より多くの方に人間ドックを受診していただくよう、今後とも望まれま

す。 

 １－５に移ってください。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 続きまして、御質問１－５、人間ドック助成申し込みの受け付け状況について、５月

１日から11月30日までの７カ月もある申込期間でわずか２日間ぐらいで定員にすぐ達し

たようだが、定員と期間はどのように決めたかにつきまして答弁させていただきます。 

 定員につきましては、御質問１－３で答弁させていただきましたが、平成19年度の定

員を参考にし、60人増員して160人としたものであり、申込期間につきましては、申込

者が定員に満たないケースを想定し、長目に設定したものでありますが、今回の申し込

みにつきましては、予想外に反響が大きく、受け付け初日の11時ごろに定員に達したも

のでございます。 

 広報、町のホームページ等で事前にお知らせいたしましたが、定員になり次第締め切

りますとさせていただいておりましたので、その後の申し込みにつきましては、若干の

キャンセル待ちを受けていますが、丁重にお断りしたという状況でございます。以上で

す。 

（11番議員挙手） 
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○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 その受け付け状況なんですけれども、結局は何人ぐらい受診できなくなったんでしょ

うか。 

○議長（藤井満久君） 

 住民課長。 

○住民課長（宮地利佳君） 

 人間ドックの申し込みされた方についてなんですが、６月12日、きのうの状況になり

ますが、160人は受診できるということで受け付けを終わっております。あと15人の方

にキャンセル待ちという形でお待ちいただいています。あとそのほか95人の方がお断り

したという状況になります。ですので、申し込みの電話があった、依頼があった方を合

わせますと270人ということになります。以上です。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 大変多くの人がことしは申し込んできたわけでございます。申込期日というのが、美

浜町が11月30日まで、常滑市が３月22日から４月20日の１カ月、阿久比町が２月の末ま

で、東浦町が１年以内の申請ということで、南知多町も長く受け付けているわけですけ

れども、そういった中で、そう大差がないわけですけれども、そんな中でこのように多

く受診者がふえたということは、町当局はどのように考えていますか。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 今年度につきましては、人間ドックを平成19年度以来、復活して実施するということ

になったわけでございますが、ことしは町長が再三申し上げているとおり、医療費を減

らしたいということで７割補助ということで、かなりそれについてはいろいろなところ

でＰＲさせていただいたということで、その効果が出て、初日の予想外の申し込みの反

響だったのかなあというふうに想像しているところでございます。 
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（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 ６番へ行ってください。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 続きまして、御質問１－６、今後は抽せんを行うとか、公平で合理的な受け付け方法

を考慮してはどうかにつきまして答弁させていただきます。 

 受け付け方法につきましては、今年度は先着順で受診者の決定をさせていただきまし

たが、今後につきましては、他市町の受け付け方法等を参考にし、受診を希望する方に

対して、受診機会の公平性を保つにはどのような受け付け方法にしたらよいか検討いた

します。以上です。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 やはり多くの方々が受診できなかったわけでありまして、例えば来年は７割補助のま

まで全ての人を受け付けて後に抽せんをする、そんなようなことも考えていただきたい

なあと思います。あるいは５割補助で全ての人を受け付けるとか、そんな方法もありま

すし、いろいろな方法があると思うんですけれども、ぜひ検討していただきたいと思い

ます。 

 ７番、お願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 続きまして、御質問１－７、この助成事業の定員を今後、追加する考えはないかにつ

きまして答弁させていただきます。 

 人間ドック助成事業につきまして、人間ドックの検査項目に特定健診の項目が含まれ
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ていることから二重の健診となりますので、特定健診を受けられた方は、人間ドックの

助成が受けられないものとしております。 

 平成30年度につきましては、５月８日から特定健診の集団健診が始まっており、既に

特定健診を受診されている方もいらっしゃいますので、今後定員を追加した場合、人間

ドックを受けたかったが受け付けを締め切られていたために、特定健診を受診した方は

人間ドックの助成が受けられないこととなり、公平性を欠くこととなります。 

 また、人間ドック助成事業は国民健康保険加入者を対象にした事業であるため、国民

健康保険特別会計により事業を実施しております。国民健康保険特別会計は、基本的に

は国保加入者の国保税と国・県からの交付金が財源となるものであります。しかし、人

間ドック事業に対しての交付金はないため、主な財源は国保税で賄うことになります。 

 今年度より国民健康保険制度が県域化されたことに伴い、愛知県へ納める国民健康保

険事業費納付金は、毎年加入者の所得や医療費などをもとに計算されるため、来年度以

降の見込みが現時点では不明であります。 

 このような状況にありますので、平成30年度の追加募集は困難でございますが、来年

度につきましては、国民健康保険特別会計の財政状況を勘案し、増員等について検討さ

せていただきます。以上です。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 よくわかりました。けれども、15人がキャンセル待ちで、95人が断られたということ

で、約110人の方々が非常に残念な思いをしております。どうか追加していただきたい

ところでございますけれども、今の答弁を聞きますとなかなか無理だということがわか

りました。 

 とても100名から60名からふやして、ことしはすばらしい事業だなと言われるところ

であったにもかかわらず、こういったことが起きますと「何だ、これは」と後味の悪い

結果と町民も見るかもしれません。そんな中で来年度におきましては、より研究をし、

他の市町に胸の張れるような、そんな人間ドックの事業にしていただきたい、そのよう

に考えます。 

 １－８番をお願いします。 
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○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 続きまして、御質問１－８、脳ドックの助成はどのように考えているかにつきまして

答弁させていただきます。 

 脳ドックは、脳卒中などの脳の病気の兆候を調べる検査であり、脳梗塞、脳出血、ク

モ膜下出血など重篤な脳疾患を未然に防ぐことが可能となる検査であります。全国の死

亡原因の順位で脳血管疾患が、悪性新生物、心疾患、肺炎に次いで第４位であり、本町

の死亡原因でも第４位であるため、早期発見・早期治療に資するため実施しています。 

 平成29年度までは、定員200名に対し検査費用の７割を助成してきましたが、脳ドッ

クにつきましては、一般的には二、三年に１回の受診でよいとの見解もあるため、平成

30年度からは２年続けて助成できないとの条件を付して実施し、定員も150名として実

施する予定であります。 

 なお、今後も事業を継続していきたいと考えております。以上です。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 28年度の実績は194人でした。今年度は150人にするということですけれども、２年続

けてやるというのはなかなかできないということで、まあこのぐらいかなと思うんです

けれども、もし150名の定員が超えてきた場合には、どのように考えていますか。 

○議長（藤井満久君） 

 住民課長。 

○住民課長（宮地利佳君） 

 脳ドックの定員を超えた場合はどうするかというところですが、脳ドックにつきまし

ても、人間ドックと同じような状況でありまして、予算の関係がありますので、定員以

上に今年度につきましてふやすということは難しいかなというふうに考えております。

以上です。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 
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 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 人間ドックで失敗しているんですから、脳ドックのほうは成功させていただきたいと

思います。よく考えてお願いしたいと思います。 

 次、大きい２番をお願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 それでは、御質問２．エキノコックス対策についてのうちから、２－１から２－３ま

でと２－５につきましては、私、厚生部長から、２－４につきましては、建設経済部長

から答弁させていただきます。 

 御質問２－１、町では、エキノコックスをどのように認識しているかにつきまして答

弁させていただきます。 

 エキノコックスにつきましては、現在、北海道では流行地域とされており、主な宿主

となるキツネの感染率は40％にもなると言われています。 

 歴史的には、もともと北海道にあったものではなく、大正時代に北海道の北部、稚内

の西方60キロメートルの日本海に位置する礼文島において、ノネズミ退治と毛皮を得る

ため、中部千島から12つがいのキツネを導入し、不幸にもその中にエキノコックスを宿

したものがいて島内のキツネとノネズミに定着し、昭和12年ごろからエキノコックス症

の患者が発症し始め流行したとのことです。 

 この流行は一旦おさまったのですが、昭和40年以降、道東の根室、釧路地方で新たな

流行が起こり、さらに北海道全域に広がり現在に至っているとされています。 

 平成25年度までで国内のエキノコックス症の感染者数は累計約600人、北海道が８割

以上を占めているとされています。本州では、青森県で20人以上確認されており、他の

都府県でも報告がありますが、感染経路など詳しい実態はわかっていないとされていま

す。 

 愛知県では、平成26年に阿久比町で野犬のふんから卵を検出しました。今回、昨年４

月からことしの２月に知多市、阿久比町、南知多町で捕獲された野犬３頭のふんから遺

伝子検査によってエキノコックスが検出されたとの報道があったところです。 

 これらを受け、愛知県では記者発表等により注意喚起を行うとともに、引き続き野犬
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のふんからエキノコックスの感染状況を調査するとしています。 

 エキノコックス症の予防方法としては、野山へ出かけ、帰ったときはよく手を洗うな

ど、適切に予防すれば人への感染を心配する必要はないと認識しています。 

 本町におきましては、議員の御指摘の風評被害も懸念される中、ホームページ、チラ

シなどによる注意喚起を行うほか、国・県の対応を注視しているところでございます。

以上です。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 エキノコックス症という病気があります。エキノコックス症とは、エキノコックスと

いう名前の寄生虫による病気であります。親虫は体長が３ミリから４ミリで、キツネや

犬の腸に寄生しております。親虫が生み出す卵は動物のふんとともに排出されます。こ

の卵は直径0.03ミリと極めて小さいものであり、感染症を保って野外に分布しておりま

す。通常はこの卵がノネズミの口から体内に入り、肝臓などで幼虫に発育し、そのまま

とどまっておりますが、その幼虫を宿したノネズミをキツネが食べるとキツネの腸で親

虫になります。このように自然界では、エキノコックスはキツネとノネズミの間で受け

渡されながら生活をしております。 

 人がエキノコックス症にかかるのは、親虫を宿すキツネや犬のふんとともに排出され

た卵が何らかの機会に人の口に入り、肝臓などに幼虫が寄生することによります。感染

してから症状が出るまでに数年から十数年かかり、治療のためには手術を受けなければ

ならず、大変厄介な病気だと言われております。 

 ４月には愛知県で野犬のふんから卵が検出されました。専門家によりますと、このま

ま放置すると非常に危険だと言われております。10年後には大井や、あるいは南知多町

からエキノコックスの患者が発生するかもしれません。そこで、もっと真剣に対策を町

当局は取り組んでいただきたいと、このように思います。 

 ２番、お願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 
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 続きまして、御質問２－２、大井地区には野犬のほかキツネなども生息している。こ

のような野生動物などの捕獲対策はどのように考えているかについて答弁させていただ

きます。 

 野犬につきましては、狂犬病の発生予防等のため、県動物保護管理センターが狂犬病

予防法及び動物の愛護及び管理に関する条例に基づき捕獲しているものでありますが、

キツネなどの野生動物につきましては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関す

る法律により、原則として捕獲は禁止されているため、捕獲の予定はありません。以上

です。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 現在本町では、野犬捕獲用のおりは幾つありますか。 

○議長（藤井満久君） 

 環境課長。 

○環境課長（宮地廣二君） 

 失礼します。 

 ただいまの榎戸議員のおりの件数、そういったところで、本町におきましては、中

型・大型犬用としまして６件、また小型犬用としましてのおり５件ということで、合計

11件を用意しております。以上です。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 それはどのようなときに仕掛けられるんですか。 

 例えば、常時置いてあるのか、出そうなところに。あるいは目撃情報を得てからかけ

るのか。 

○議長（藤井満久君） 

 環境課長。 

○環境課長（宮地廣二君） 



－６４－ 

 野犬の場合ですと、皆さんからのそういった情報提供がないとなかなか設置すること、

または捕まえることができませんもんですから、住民の皆さん方にも回覧、広報等の中

で、そういった野犬を見かけたら私のほう、また愛知県の動物保護管理センター、半田

に知多支所がございます、そういったところへ御連絡をいただきまして、実際に仕掛け

る場所というのはなかなか民有地ですと難しいというところもあります。また、そうい

った方に協力してもらわないといけないというところもあります。なかなか野犬のほう

も警戒心が強いという中で、餌づけをしながらとかというような形でおりを仕掛けてお

ります。そういったところで県との連携を図りながら、おりを仕掛けておるという状況

でございます。以上でございます。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 この南知多町でエキノコックスの野犬が発見されてからの状況は、何か違った対処を

しておりますか。 

○議長（藤井満久君） 

 環境課長。 

○環境課長（宮地廣二君） 

 エキノコックスの情報が、まず３月29日の中日新聞に掲載されました。その後、先ほ

どの４月17日だと思いますが、同じくそういった情報、知多市、阿久比町、南知多町の

３カ所で陽性反応が出たということであります。 

 そういったことへの周知ということで、５月の当初に町内全地区へ回覧板ということ

で、そういった情報、また注意喚起をさせていただいております。また、ホームページ

でも、またケーブルテレビのほうでの情報提供という形でもやらせていただいておると

いうことで、まずそういった注意喚起ということでやらせていただいておるというのが

現実でございます。以上でございます。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 
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 やっぱり対策は対策で考えていただきたいなあと思います。 

 それで、阿久比と大井と知多市でエキノコックスの入った野犬が出ました。その中で

阿久比が雌の幼犬、大井が雄の成犬２歳、知多市が雌の成犬２歳ということであります

けれども、阿久比の犬は駆虫薬を投与した後、譲渡されたとあります。また、知多市の

成犬も駆虫薬を投与した後、譲渡されておりますが、大井でかかった雄の成犬２歳は殺

処分となっております。ここら辺はどのような状況だったんでしょうか。把握しており

ますか。 

○議長（藤井満久君） 

 環境課長。 

○環境課長（宮地廣二君） 

 ただいまの３頭、知多市と阿久比町につきましては、まず駆除薬によって駆除された

後、引き取り手があらわれたということで譲渡されております。 

 南知多町で見つかったものにつきましては、通常、動物保護管理センターのほうにお

きましては、まずそういった捕獲がありますと健康状態をチェックしまして行動観察、

そういった期間を設けまして人への攻撃性、犬の性格性、そういったところを見きわめ

まして、飼い主になっていただける人を探すということになっておりますが、今回、大

井で見つかった犬につきましては攻撃性が強いということで、これはちょっと譲渡する

には難しいのかなというところで、また譲渡を受ける方も見つからなかったということ

で、最終的には殺処分されたということを聞いております。以上でございます。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 大井にはキツネがいます。ある方がフェイスブックに動画を載せておりまして、私も

見ましたけれども、大変かわいいキツネですけれども、これがもしエキノコックスにか

かっていて、それが野犬にうつったということになると非常に大変なことだと思うんで

すけれども、このキツネの対策というのは考えられるでしょうか。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 
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 先ほども申し上げたんですが、キツネに関しては、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律ということで、逆に保護されるような意味合いもあるということで、

野犬に対しては根拠となる法律、あるいは条例でおりを設置して捕獲もできるんですが、

キツネについては、今のところ捕獲というような考えはできないというところでござい

ます。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 ２番をお願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 続きまして、御質問の２－３、町では、エキノコックス感染についてホームページで

注意喚起を行っているが、それ以外でどのようなことを行っているのかについて答弁さ

せていただきます。 

 知多半島内で捕獲された野犬３頭のふんから遺伝子検査によってエキノコックスが検

出されたため、環境課において、５月に「野犬に注意しましょう」の回覧を全地区に行

い、この回覧の中でエキノコックスについての情報提供及び注意喚起を行っております。

また、ケーブルテレビの南知多地区のデータ放送においても、同様の内容で情報提供及

び注意喚起を行っております。以上です。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 近年、野生のキツネに駆虫薬、虫下しを飲ませて人への感染の機会を減らす試みが国

内外で行われております。ドイツで最初に試された方法でキツネ用の餌の中に粉末の駆

虫薬をまぜて野外に散布したところ、試験地域のキツネの感染率が、試験前には60％を

超えていたのが、20％までに低下をしたそうです。散布を継続し、動物間での流行を低

く維持することができれば、人の感染の危険性を減らすことに役立つと考えられます。 

 野生動物相手の仕事のために一朝一夕には結論は出ないと思いますけれども、さらに

検討する必要があると思います。参考にしていただきたいと思います。 

 次、４番をお願いします。 
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○議長（藤井満久君） 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（鈴木良一君） 

 それでは、御質問２－４、エキノコックスによる南知多町の農業や観光業など、風評

被害の情報はないかにつきまして答弁させていただきます。 

 エキノコックスによる南知多町の農業や観光業における風評被害につきましては、農

協南知多営農センターと町観光協会にも確認したところ、特にはありません。以上でご

ざいます。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 観光面についてですけれども、自然環境に恵まれた北海道には多くの野生動物が生息

して、この地を訪れる観光客にとっても魅力の１つであります。しかし、野生動物は人

の病気の原因となることもある。道内の土産物店に行くとキツネをデザインした品物が

ところ狭しと並んでおります。また、観光地では餌をねだるキツネの姿を見かけること

もあります。けれども、北海道では、このキツネが原因となる寄生虫に半世紀以上悩ま

されてきたのが現実であります。 

 本町におきましても、観光をキツネで売っているわけではありませんけれども、現実

に野犬でエキノコックスが出たということで、観光客の反応が少なからずともあると思

います。今後気をつけていただきたいと思います。 

 そして農業関係に関しましても、先ほどお話ししましたように、人がエキノコックス

症にかかるのは卵が口から入ったときであります。沢水など管理されていない水にキツ

ネや野犬のふんが混入すると卵が含まれている可能性があります。また、エキノコック

スに感染したキツネがいると、その周辺の土壌や植物が卵で汚染されている可能性もあ

ります。 

 本当に南知多町、あるいは大井の農作物に影響はないんでしょうか。ちょっとクエス

チョンマークがつきますけれども、そういったいろいろな情報があると思いますので、

もしありましたら、それに耳を傾けて対処をしていただきたいと思います。 

 ５番、お願いします。 
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○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 続きまして、御質問２－５、町当局は、エキノコックスに対してどのような対策を考

えているかにつきまして答弁させていただきます。 

 議員御指摘の風評被害も懸念される中ではございますが、繰り返しになりますが、ホ

ームページ、チラシなどによる注意喚起を行うほか、国・県の対応を注視しているとこ

ろでございます。以上です。 

（11番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 榎戸議員。 

○１１番（榎戸陵友君） 

 注意喚起ということで、回覧板にも「野犬に注意しましょう」という、エキノコック

スについてというのが来ました。６項目ありますけれども、このほかにも捕獲された野

犬等のふんのエキノコックス感染状況を調査していただきたい。 

 ２つ目には、捕獲された地域を広範囲で駆虫薬の散布をしていただくことを希望しま

す。 

 また、３つ目に、ノネズミを捕食した等によりエキノコックスの感染リスクのおそれ

がある犬の飼い主に対して、医療機関や動物病院への受診の勧奨、周知に努めていただ

きたい。 

 あと４つ目に、町民に対し、予防方法などの注意喚起をより一層していただきたい、

以上のことを提唱いたします。 

 そして最後ですけれども、ある新聞に次のようなことが書かれておりました。 

 アフリカで問題となっているエボラ出血熱も、本来、野生動物が持っていたウイルス

に人が感染し流行が起こったと考えられております。このようにエキノコックスに限ら

ず、野生動物には、時として人の健康にとって危険な側面があるということを我々は十

分認識すべきであります。 

 そして餌づけなど過度な野生動物との接触行為がいかに危険であるか。また、野生動

物と共存する上での適切な行動について、それぞれの立場で考えるよう理解を深めるべ

きである。そのような理解と工夫の中から人と野生動物の本当の意味での共存が生まれ
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るのではないだろうか。こういうことが書かれております。エキノコックス対策、南知

多町でもしっかりとお願いして、私の一般質問を終わります。 

○議長（藤井満久君） 

 以上で、榎戸陵友議員の一般質問を終了いたします。 

 ここで暫時休憩いたします。休憩は10時40分までとします。 

 〔 休憩 １０時３０分 〕 

 〔 再開 １０時４０分 〕 

○議長（藤井満久君） 

 休憩を解きまして本会議を再開いたします。 

 次に、３番、片山陽市議員。 

○３番（片山陽市君） 

 議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 壇上では通告書の朗読とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 暫定用途地域解消について。 

 平成28年２月に愛知県が策定した暫定用途地域解消を目指す施策ガイドラインにより

期間限定の規制緩和が南知多町にも通達されたようです。内容について、愛知県都市計

画課に問い合わせをしましたが、行政文書ではないため開示できないそうなので確認が

できませんでした。 

 南知多町には、内海地区に２カ所、山海地区、豊浜地区、大井地区に各１カ所、合計

５カ所の暫定用途地域があります。これらの地域は、土地区画整理等による将来的な面

整備に備えて暫定的に土地利用を抑制し、建ぺい率30％、容積率50％、高さ制限10メー

ター以下に規制の厳しい用途地域である第１種低層住居専用地域に指定され、現在に至

っています。 

 半田市のホームページに平成29年度の都市計画審議会の議事録が掲載されており、ガ

イドラインの一部が推測されておりますので、以下の質問をします。 

 １．通達がされてから２年以上経過しているが、暫定用途地域を解消する検討、ある

いは議論はされているか。 

 ２．暫定用途地域を解消して、例えば第１種住居地域に変更ができた場合の想定され

るメリット・デメリットは何か。 

 ３．平成37年度には、暫定用途地域が市街化調整区域になってしまう可能性があるが、
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その場合の想定されるメリット・デメリットは何か。 

 ４．山海地区において暫定用途地域は海岸沿いにある。本町において想定される最大

の津波の高さは9.5メートルである。この海岸沿いの地域に住宅の高さ制限10メートル

を設けているのはおかしいと感じますが、今現在、何か考えはあるか。 

 ５．暫定用途地域を解消するためにやらなければならないことは何か。 

 ６．平成30年４月より田園住居地域という13番目の用途地域が新設されたが、本町に

おいて田園住居地域を定める準備はされているか。また、都市計画審議会で議論されて

いるか。 

 以上でございますが、再質問がある場合は自席にてさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（鈴木良一君） 

 それでは、御質問１－１、通達がされてから２年以上が経過しているが、暫定用途地

域を解消する検討、あるいは議論はなされているかにつきまして答弁させていただきま

す。 

 町においては、愛知県と暫定用途地域の解消に関して、南知多町ではどのような方法

が可能であるのか、どのように住民に対して周知をすべきかなどの検討をしているとこ

ろでございます。 

 なお、ことし９月ごろには、暫定用途地域の土地の所有者に対して、説明会、アンケ

ート調査を実施していきたいと考えております。 

 また、南知多町都市計画審議会においても、暫定用途地域の取り扱いを含めた都市計

画マスタープランの見直しを検討していく予定でございます。以上でございます。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 愛知県都市計画課ではガイドラインが開示できないと言われましたし、たまたま半田

市のホームページで議事録がありまして、半田市は暫定用途地域を解消されたようです。

その議事録の中にこのガイドラインのことが書いてあったので、中身をどうしても知り
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たかったんですが、なかなか確認することができませんでした。 

 ただ、その議事録の中には、平成37年度までの10年間の間に規制緩和をしておるよう

でございますが、その37年になってしまった段階では、もう市街化調整区域にしてしま

うよというようなニュアンスで書かれておりました。 

 そんな中でも、今の部長の答弁の中で、ことしの９月には住民に対して説明会なりア

ンケート調査なりをしていただけるということでございますので、そのアンケート調査

をするに当たって、先ほど言った５カ所、内海２カ所、山海１カ所、豊浜地区、大井地

区、５カ所のそれぞれの地権者の数等々がわかれば教えてください。 

○議長（藤井満久君） 

 建設課長。 

○建設課長（鈴木淳二君） 

 各地区の対象地権者の数でございますが、土地の筆数から計算した延べ人数ではござ

いますが、内海地区につきましては、内海駅北、内海第二の２カ所において約290名、

山海地区は約150名、豊浜地区は約17名、大井地区は約50名でございます。以上でござ

います。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 半田市の議事録から、半田市の議事録を今ここに持っておりますけれども、推測しま

すと、地権者の３分の２の同意が得られれば解消ができるというように受け取れるよう

な書き方がされておりますが、アンケート調査において、同意をするしないだとか、そ

ういった内容にするのかとか、アンケート調査の内容について、これから多分検討され

ていかれると思うんですけど、具体的に何かこういうことを聞いていこうと思うとか、

あれば教えていただきたいと思います。 

○議長（藤井満久君） 

 建設課長。 

○建設課長（鈴木淳二君） 

 アンケート調査の具体的な内容だと思いますが、アンケート調査の内容に関しまして

は、現在検討中でございますが、内容につきましては、厳しい建築制限で困っているこ
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とはありますかだとか、今後、所有している土地につきましてどのように活用していき

たいですか、また現在の建築制限がどのようになればよいかなどの意向を聞いていきた

いと考えております。以上でございます。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 地権者の皆様がしっかり理解をしていただいて、同意が得られるようなアンケート調

査にしていただきたいと思いますし、そもそも３分の２の同意を得なければいけないと

いうことですから、返事を出さないというか、アンケート調査の返答をしないというよ

うな内容じゃなくて、できるだけ多くの方が返答していただけるような、そんなアンケ

ート調査にしていただくようにお願いをします。 

 それでは、次、お願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（鈴木良一君） 

 それでは、御質問１－２、暫定用途地域を解消して、例えば第１種住居地域に変更が

できた場合の想定されるメリット・デメリットは何か。御質問１－３、平成37年度には

暫定用途地域が市街化調整区域になってしまう可能性があるが、その場合の想定される

メリット・デメリットは何かにつきまして、関連がありますので一括して答弁させてい

ただきます。 

 まず暫定用途地域とは、土地区画整理事業等による計画的な市街地形成が必要な地域

を暫定的に敷地面積に対する建築面積の割合である建ぺい率を30％、敷地面積に対する

建物の延べ床面積の割合である容積率を50％、建築物の高さの限度を10メートルに制限

している第１種低層住居専用地域を言います。 

 これまで土地区画整理事業等により順次暫定用途地域の解消が行われてきましたが、

地元の合意形成の難しさから暫定用途地域が解消できず、指定から長時間経過している

地域においては面的整備が行われず、暫定用途地域としての規制が続いておりますので、

暫定用途地域の速やかな解消が求められています。 

 そこで、御質問１－２の第１種低層住居専用地域から第１種住居地域に変更ができた
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場合のメリットですが、用途地域の変更に伴い、建ぺい率が30％から60％、容積率が

50％から200％になり、高さが10メートルに制限されていたものがなくなります。 

 また、土地区画整理事業や地区計画を策定して面的整備をするため、未接道敷地、雨

水排水施設などの都市基盤施設が整備され、良好な市街地が形成されます。 

 デメリットとしましては、面的整備に伴う事業費の捻出のための費用負担や土地の減

歩、道路整備等に伴う土地利用の規制がかかります。また、固定資産の税負担が重くな

るという点もございます。 

 次に、御質問１－３の市街化調整区域に変更した場合のメリットですが、固定資産の

税負担が軽くなるということがございます。 

 デメリットとしましては、原則として建築物の建築ができません。以上でございます。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 大体理解できたつもりでおりますが、半田市の議事録の中にもあるんですけど、今、

部長もおっしゃった固定資産税の話。固定資産税がアップする場合は、第１種住居地域

に変えた場合は多分アップすると。逆に、調整区域になってしまった場合は下がるんだ

ろうと思いますけれども、どの程度金額が下がる、上がるというのがわかれば教えてく

ださい。 

○議長（藤井満久君） 

 税務課長。 

○税務課長（神谷和伸君） 

 それではお答えさせていただきます。 

 現在の第１種低層住居専用地域から第１種住居地域に変更した場合、それとあと市街

化調整区域に変更した場合、税負担はどうなるかということでありますが、一概に税額

は幾らとは言えませんので、ちょっと例を挙げて説明させていただきます。 

 農協の内海支店の北側から円通寺へ通じる道があると思いますが、この道路の南側が

第１種低層住居専用地域となっております。逆にその道路の北側の区域が第１種住居地

域となっております。この道路の南側の第１種低層住居専用地域の路線価を１万5,613

円というふうにつけております。反対に北側の第１種住居地域を１万7,381円の路線価



－７４－ 

をつけております。 

 このように同じ道路に面した土地でありましても、固定資産税の算定の基礎となりま

す路線価につきましては、第１種低層住居専用地域から第１種住居地域に変更されます

と約１割ほど高くなります。ということで、固定資産税につきましても、同様に１割ほ

ど高くなると考えております。 

 実際にじゃあ幾らぐらいになるかということになりますが、これらの路線価をもとに

200平方メートルの宅地でちょっと試算してみますと、まず住宅とかアパート等の敷地

として利用されている住宅用地で固定資産税額を試算しますと、第１種低層住居専用地

域では7,286円、第１種住居地域では8,111円で、１平方メートル当たりでは、第１種低

層住居専用地域では36円、第１種住居地域では40円となります。ということで、第１種

低層住居専用地域から第１種住居地域に変更した場合、200平方メートルの住宅用地で

は825円、１平方メートル当たりでは４円税負担がふえることになります。 

 また、市街化調整区域に変更した場合につきましては、今現在、調整区域ではありま

せんので、近くの市街化調整区域の標準宅地の単価１万4,112円で同様に200平方メート

ルの住宅用地の固定資産税額を試算いたしますと6,585円、１平方メートル当たりでは

32円となりますので、200平方メートルでは701円、１平方メートル当たりでは４円税負

担が減ることとなります。 

 また、今は住宅用地ということでしたが、参考に店舗とか工場等の住宅以外の敷地・

空き地として利用されている非住宅用地で固定資産税を試算しますと、第１種低層住居

専用地域では３万601円、第１種住居地域では３万4,066円で、１平方メートル当たりで

は、第１種低層住居専用地域が153円、第１種住居地域では170円となります。 

 このように第１種低層住居専用地域から第１種住居地域に変更しました場合、非住宅

用地では、200平方メートル当たりでは3,460円、１平方メートル当たりでは17円税負担

がふえることになります。 

 また、市街化調整区域に変更した場合につきましても、先ほどの近傍の宅地１万

4,112円で算定しますと、200平方メートル当たりの住宅用地の場合は２万7,659円、１

平方メートル当たりでは138円となりますので、200平方メートル当たりでは2,942円、

１平方メートル当たりでは15円税負担が減ることになります。 

 以上のとおりではありますが、市街化区域につきましては、全ての道路の状況とか、

公共施設等の近いとか遠いとか、こういった状況等を考慮いたしまして路線価を付設し
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ておりますので、同じ用途地域でありましても路線価は道路ごとに違っております。ま

た、土地においても土地についての固定資産税については、同じ道路に面した土地であ

りましても、個々の土地の間口とか奥行きとか形状等によりまして固定資産税額も変わ

ってきますので、以上のことにつきましては、絶対的なものではありませんので、参考

程度にしていただきたいと思っております。以上であります。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 かなり詳細にお答えいただきましてありがとうございます。 

 地権者の方たちはざっくりと幾ら安くなる、幾ら高くなるということがわかれば多分

いいと思いますので、今の４円高くなるとか、安くなるとか、そういったことがわかれ

ばよかったんですけど、ありがとうございます。 

 このことは税負担がふえる、あるいは安くなるということは、地権者さんの意思を決

定するに当たってすごく重要なポイントになると思いますので、もう少しわかりやすく

住民が理解できるような、今の説明はなかなか、かなり高度なので住民の方は理解しづ

らいかと思いますので、これからはもうちょっと易しく言っていただくようにお願いい

たします。 

 それでは、次の４番をお願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（鈴木良一君） 

 それでは、御質問１－４、本町において想定される最大の津波の高さは9.5メートル

である。この海岸沿いの地域に住宅の高さ制限10メートルを設けているのはおかしいと

感じますが、今現在、何か考えはあるかにつきまして答弁させていただきます。 

 議員がおっしゃるように、山海地区の暫定用途地域は海岸沿いにあり、津波の影響を

大きく受ける地域です。また、この暫定用途地域につきましては、建築物の高さ制限が

10メートルとなっております。 

 これを仮に第１種住居地域に変更した場合には、高さ制限がなくなり、高さ10メート

ル以上の建物を建築することは可能となりますが、建築する土地の面積や場所によって
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は、容積率や道路幅員による高さ制限がありますので、全ての場所において10メートル

以上の建物が建築できるものではありません。 

 海岸沿いの山海地区の暫定用途地域を解消する際には、津波の影響も含め、どのよう

にしたらよいか検討していく必要があると考えております。以上でございます。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 この件については、海岸沿いに本当に自分で自分の身を守るための高い建物を建てよ

うとしても建てることすらできないし、計画することもできない。用途地域が変わって

も建つか建たないかわからないというお答えですが、防災という観点から、一刻も早く

用途地域を解消して何らかの手を打つべきではないかと思います。 

 それでは、５番をお願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（鈴木良一君） 

 それでは、御質問１－５、暫定用途地域を解消するためにやらなければならないこと

は何かにつきまして答弁させていただきます。 

 暫定用途地域を解消するためには、原則として土地区画整理事業や地区計画を策定し

て面的整備をする必要があります。以上でございます。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 土地区画整理、あるいは地区計画をしなければ解消できないというのは、これまでず

うっと言われてきたことでありまして、今回のガイドラインについては、３分の２の同

意が得られれば解消することができるようなことが半田市の議事録から受け取れます。

中身を開示してほしくてもなかなか中身が見られない、理解できない、何が書いてある

かわからないという状況でこんなことを言うのも何ですが、多分解消するためには幾つ

かの方法が書かれておると思うんですね。その中でこの場で言えることがもしあれば、
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言っていただければありがたいと思いますが。 

○議長（藤井満久君） 

 建設課長。 

○建設課長（鈴木淳二君） 

 解消策といたしましては、先ほどから述べておりますとおり、区画整理事業、地区計

画及び市街化調整区域、そちらのほうに落とすという形になると思われます。 

 議員がおっしゃるように、半田市のように暫定用途地域の解消策といたしまして、ガ

イドラインによります、現に市街化しているか、または都市的土地利用が進んでいる地

域であるか、かつ昭和45年の当初線引きから市街化区域に編入され、区画整理事業等を

目的にそのまま暫定用途地域に指定した地区につきましては、地権者の３分の２の同意

があれば地区計画を作成せずに用途地域を変更することが可能となっております。半田

市につきましては、それを適用したものと思われます。 

 それでは、それを南知多町に当てはめた場合どうなるかといいますと、内海駅北地区、

こちらにつきましては該当しませんが、内海第二、山海、豊浜、大井の４地区につきま

しては該当するかもしれませんもんですから、今後検討後、協議になっていくことにな

ります。以上でございます。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 この先も多分ガイドラインが公表されることはないと思いますので、愛知県と南知多

町でしっかりと検討していただいて判断していっていただきたいと、そのように思いま

す。できれば結果がいいほうに向くことを期待しております。 

 それでは、６番をお願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（鈴木良一君） 

 それでは、御質問１－６、平成30年４月より田園住居地域という13番目の用途地域が

新設されたが、本町において田園住居地域を定める準備はされているか。また、都市計

画審議会で議論されているかにつきまして答弁させていただきます。 
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 田園住居地域については、国土交通省の都市計画運用指針において、住宅地を形成す

る地域については、低層住宅と農地が混在し、両者の調和により良好な居住環境と営農

環境を形成することが必要な場合は、田園住居地域を定めることが望ましいとされてお

ります。 

 また、戸建て住宅が広がる都市郊外において、一定量の農地が存在し、農と住が一体

となった環境を将来にわたって守ろうという機運が醸成されている地域等が考えられる

とされております。 

 なお、田園住居地域が創設された課題、背景としては、宅地需要の鎮静化、住民の都

市農業に対する認識の変化に対し、都市農地を都市にあるべきものへとされております。 

 現在、愛知県においては、田園住居地域を定めるガイドラインは策定されておりませ

んが、南知多町においては、国の都市計画運用指針による田園住居地域に該当する地域

はないと考えておりますので、御質問の田園住居地域を定める準備はしているのか。ま

た、都市計画審議会で議論されているのかにつきましては、現在、田園住居地域を定め

る準備も都市計画審議会においても議論はしておりません。以上でございます。 

（３番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 片山議員。 

○３番（片山陽市君） 

 なかなか難しい話で理解するのがかなり難しいんですけど、言葉尻から言うと田園住

居地域というのは、田園風景の中に住宅が建つ地域ができるのかなあというような軽い

考えでちょっとお聞きしたんですけど、南知多町の中にはどうも対象のエリアがないと

いうことであれば、今現在は検討する必要はないでしょうけれども、今後、もし愛知県

のほうからこういう指導なりガイドラインなりがまた出されましたら、そのときにはき

っちり検討していただいてやっていただきたいと思います。 

 今回、用途地域についてちょっと話をさせていただいたんですけど、この第６次南知

多町総合計画の中にも用途地域を変更しますだとか、新たな工場の立地を推進しますと

か、そういったことが書かれておりますけれども、できたのが2010年ということで、そ

れからほとんど検討されておるのかもわからないですけど、結果としては出てないとい

うような状況でございまして、今回も愛知県のガイドラインが出てから２年半ほどたち

ますけど、まだまだ少しの結果も出ていないという状況でございますので、あっという
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間にまた10年たっちゃって、あのときにやっておきゃよかったなあというようなことが

絶対にないように、何とかいい方向に向けて今後進めていっていただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（藤井満久君） 

 以上で、片山陽市議員の一般質問を終了いたします。 

 次に、２番、鈴木浩二議員。 

○２番（鈴木浩二君） 

 議長より許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 なお、壇上では通告書の朗読のみとさせていただきます。 

 南知多町は、１次産業と観光業の二本柱で成り立っております。その中で人口減少は

ストップせず、出生率は低下の一途をたどっており、新しい産業の起業も誕生していな

いのが現実です。 

 平成27年、本町では「知の拠点整備構想」という国際大学の招致と防災・減災をはじ

めとした先端技術の集積によって、新たな産業の創造やグローバルな人材の育成などを

通して地域の発展を図ろう。それに伴い、企業誘致を推進させて、町の産業活性化と人

口増加をさせていこうという計画を進めていました。 

 当時、一町民で新聞などの報道でこの計画を知ったのですが、詳しい内容もわからず、

議員になり、この計画が現在どうなっているのか気になり調べていく中で、企業誘致を

するために地方独立行政法人を設立して計画を進めていきたいとのことでした。そのた

め、外部のアドバイザー２名を町の臨時職員として採用することとし、その給料などの

予算を町長が専決処分で賄ったということがわかりました。 

 地方独立行政法人の設立は断念し、臨時職員も今はいないようですが、そこで質問い

たします。 

 １．国際大学の招致計画は現在どうなっているのか。 

 ２．企業誘致はその後、進行しているのか。 

 ３．町長は、今後、町の産業や新しい起業の支援についてどのように考えているか。 

 ２の南知多の観光業と観光協会について。 

 南知多町の観光業と観光協会の現状について、平成25年１月に町長の肝いりで南知多

町観光協会が、従来の役場内に事務局があり役場職員が事務を兼任している形から、事

務局長を外部から迎え、行政の枠に縛られない自由な活動と、補助金に依存しない経済
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的に独立した組織づくりを目指す。また、法人化を図るということで現在に至っており

ます。 

 ５年以上が経過した現在、日本各地の自治体の観光協会は役場内に事務局を置き、例

えば外部の大手観光エージェントから出向社員を迎え、職員の認識や博識を変革させて

いく、そういう形が主流になっています。観光協会を独立させ、法人化させるという形

が本当に正しかったのでしょうか。成功していると言えるのでしょうか。 

 観光業者の中からは、現在は何とか動いているが、近い将来の観光協会を不安視する

声が少なからず聞こえてくるのが現状です。５年経過した今、もう一度町の観光につい

て考えるのにいい区切りではないかと考えます。そこで質問します。 

 １．現在の観光協会の独立・法人化はどこまで進んでいるのか。 

 ２．観光協会の運営費など、町からの補助金はどのようなものがあるか。 

 ３．町長は、今後の観光協会と観光業の展望をどのように考えているか。 

 以上、壇上の質問は以上です。再質問につきましては、自席にて行いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 企画部長。 

○企画部長（田中嘉久君） 

 それでは、御質問１－１、国際大学の招致計画は現在どうなっているかについてお答

えをさせていただきます。 

 この「知の拠点整備構想」は、国際空港や県内産業の集積地へのアクセスなど、本町

の特色に着目して国際大学を招致し、それを核として新たな産業の創造やグローバルな

人材の育成などを通しまして地域の発展につなげていこうというものでございました。

平成26年度に立命館アジア太平洋大学の元学長のモンテ・カセム氏から提案のあった構

想であります。 

 この提案の中で、南知多町がこの構想にかかわる方法といたしまして、地方独立行政

法人を設立することが示されましたが、その後の調査・研究の結果、困難であると判断

をいたしまして断念をしたものでございます。以上です。 

（２番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 鈴木議員。 
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○２番（鈴木浩二君） 

 今は行政法人は断念したということで、ここで平成29年３月７日議会の一般質問で、

町長は、「平成28年９月には、提案者側はまだ私立大学を主体とした、そういうふうな

形で検討をしていこうじゃないかということをお答えさせていただきました。その進捗

状況につきましてはなかなか報告が思うようにないと。また、28年12月４日、それをあ

わせて今後どうしていこうという話を提案者側の自宅にお伺いして言ってきたわけでご

ざいます。期待を持っていただいた方、モンテ・カセム氏自身も一度そういうことのけ

じめをつけないと、その報告を含めまして、提案者側とともにそういう機会を設けると

いうことに関しては約束してまいりました」と、こういった答弁がございました。 

 町民の中には、この大学誘致に大きな期待をした方々もおります。そんな町民に明確

な報告をする必要があるかと思います。町長はどのように考えていますか。 

○議長（藤井満久君） 

 企画部長。 

○企画部長（田中嘉久君） 

 町長へのお考えということでございますが、ちょっと前段で私のほうで少し御説明を

させていただきたいと思います。 

 この構想のほうを断念したということの大きな原因は、やはりこの地方独立行政法人

と、こういう手法がなかなか見通しが立たないということがあったかと思います。私の

ほうで平成27年度にこういったようなことを調査・研究したわけでございますが、やは

り時間がかかるといった見通し。モンテ・カセム先生のほうが目標としていた2020年と

いった時間的なものに間に合わないだろうといったことがございます。 

 また、それを続けていくことに対する費用的な面もございました。やはりなかなか行

政単独でそういった事務を進めていくことはかなり難しくて、外部への委託、こういっ

たような作業が必要になってくるだろうと。そのための費用などもかなりの高額になる

だろうという見通しがございます。 

 何よりもこのときに一番こういった事業に踏む出すことができなかったのは、この地

方独立行政法人というものの設立の実績というものがやはり少なくて、愛知県などに相

談をしても、なかなかこれが確実に設立をしていけると、こういった見通しが立たなか

ったことがございます。こういった前提となる行政法人の設立の見通しが立たないとい

うふうになりますと、先ほどの財政的な面、そして時間的な面、こういったようなもの
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の見通しもこれは立たないということになってしまうかと思います。 

 そういったようなことで、こういった手法は無理だという判断をいたしまして、それ

で断念をしたということでございます。なかなか本来であれば、こういった計画は確実

な実施ができるといった見通しのもとに皆さんのほうに御説明をさせていただくのがよ

かったかなというふうにも思うわけですけれども、反響の大きかった事業ということも

あって、少しそのあたりのことは、私どものほうも反省をするべきところがあったかな

あというふうに思っております。 

 なお、この構想のほうを断念した後のことでございますが、提案者のほうも、やはり

これまで自分が接触した方々に対しましては、これについては一度経過を報告したいと、

こういったような意向も確認をしておりました。 

 私のほうが承知をしている中では、2017年、平成29年でございますが、このとき６月

にモンテ・カセム先生がこちらのほうに見えたときに20人ほどでございますが、こうい

ったような計画を説明させていただいた方々に、カセム先生のほうから現在の状況とい

うものを報告したことが、私のほうの手持ちの記録ですが、こういったようなものがあ

ります。 

 その中で、やはりこの構想がどういったようなものであったかとか、あるいはカセム

氏そのものがこういった構想をどういったような価値を持って企画したかと、こういっ

たようなことに加えて、幾つかの点をその場で説明をされたことが、私のほうでは記憶

をしております。 

 例えば独法の構想につきましては断念をしたと。これにつきましては、町のそういっ

た判断を自分も理解をしたというような点。それから、そのときに町長とカセム先生の

間で覚書を交わしておったわけですけれども、それについてもこういった独立行政法人

というのが、町が主体的にかかわる方法であったわけですけれども、それを断念したと

いうことから、覚書につきましても、その役割を終えたという認識が示されたと思いま

す。 

 南知多町の課題などにつきましては、この機会にカセム先生のほうでは十分いろいろ

理解をして調査もしていただいたわけですけれども、それが南知多町での大学構想の実

現ということには至りませんでしたということがここでは報告をされました。ただ、そ

のときにあわせてカセム先生のほうでは、その当時の話でございますが、別の主体のほ

うで、自分としてはまた大学の設立というのを目指しているといったお話もございまし
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た。 

 私のほうはこのようなことで承知をしておりまして、これ以外にカセム先生のほうが、

ほかのところはどのような説明をされたかは、ちょっと詳しくは承知をしていないわけ

ですけれども、この時点をもってこういったような方々にも、一旦、ここで断念、白紙

に戻したということは報告をされたというふうに承知をしておるわけです。 

 また、議会におきましても、一般質問、あるいは決算認定、こういった機会をもちま

して、私どものほうも町のほうとしては反省とあわせて、この事業の断念というものを

お伝えをした考えでおります。以上です。 

○議長（藤井満久君） 

 町長。 

○町長（石黒和彦君） 

 今、ざっと時系列的なことは企画部長のほうから説明させていただきましたが、そも

そも国際大学を招致するということが核になりました「知の拠点整備構想」、これは産

業振興も含めまして、大学をつくるということに関しましてのスポンサー企業もあわせ

てついてきた部分がございます。 

 基本的に大学でいいますと、モンテ・カセムさんが学長をしてみえたアジア太平洋大

学におきましても、別府市が土地を提供するとか、大分県が資金的な提供をするとか、

そういう環境の中でつくられているということの前提で、我が家はそういう土地の提供

とか、資金的なものができない中でどうしたらできるんだろうということから始まった

ものでございます。 

 その方法として地方独立行政法人という寄附の受け皿をつくるべきじゃないかと。そ

れから南知多町の価値としましては、世界から見た場合に国際空港からこんな近い立地

のいいところはないんだという視点から見て、寄附を受ける受け皿として地方独立行政

法人というものを設立してもらえれば、全力でそれに対して設立に向かって努力しまし

ょうという枠組みの構想でございます。 

 よって、地方独立行政法人そのものに対しましても、今企画部長も答弁しましたが、

前例が余りないので、それを検討するために人材を派遣してもらいたいという要請を受

けてモンテ・カセム氏のほうが１人、当時の大学の講師、助教授と言われるような人材

が私どもの手伝いに来てくださって、スポンサー企業もその費用を持ちましょうという

形で検討した結果、非常に寄附文化を含めた寄附でつくっていく、ほとんどの私立大学
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は寄附でできておるわけでございますけれども、それに対してこの地区、あるいは日本

の文化の中では熟成されていないなあということから、地方独立行政法人に対して国際

大学に向かっていくという手法に関しましては、先ほど申し上げたように27年に断念し

たわけであります。 

 そのとき、やはり日本の文化というか、南知多町にとっても有名なスポンサーとか、

あるいは有名な団体とか、あるいは大学がここにつくるという枠組みの中でないと、大

学というものに対しての招致ができないんだなあということをモンテさんが私に言いま

して、その当時、もう一つ南知多町に持ってくる可能性のあるものに挑戦してみましょ

うとおっしゃってくださったのが、平成27年、28年です。 

 それにつきましては、既存の大学をつくろうというグループの中で議論はしてもらっ

たとは思いますが、南知多町として立地候補地としての適格がなく難しいということも

あわせて、今そのときにお世話になった方たちに対して個別には説明しましたが、大幅

こういう形では断念という言葉で表現をさせていただいておるわけであります。 

 よって、関連してスポンサー企業として名乗り出たところにつきましては、防災・減

災の技術を持っていまして、それの製品を展示する展示場が欲しいという中で、そうい

うグループがたくさんあるので企業を連れてきましょうという中で、今、南知多町に土

地を取得したものの、大学を通じた研究施設をつくって、より防災技術に対しての人材

育成もあわせて製品等のブラッシュアップにしていくという研究所等が目標だったみた

いでございまして、それにつきましては、新たな動きは、取得した土地にブロックや何

かを置いて、資材置き場として購入をされたので、当面は。それが置いてあるというこ

とは承知しておりますが、その後、進展としての新しい展開はできていないのが現状で

ございます。 

 説明に対しましては、議員がおっしゃるように大きな期待をいただいた方たちも多数

お見えになられますが、残念ながら断念という言葉を２回ほど新聞にも載りましたが、

そういう形で表明して、個々に一生懸命お世話してくださった方々に対しては、モンテ

先生のスケジュールのある中で、説明には個々に伺ったという流れでございます。 

（２番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 鈴木議員。 

○２番（鈴木浩二君） 
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 今、お二方が答弁していただきましたが、この「知の拠点」ということに関しては、

断念をしましたという答弁であります。 

 町民の皆様も多大な期待をしたことだと思いますが、こういった形になって、でも、

１つ区切りをつけてというような形で次につなげていってほしいと思っております。 

 では、次の質問をお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 企画部長。 

○企画部長（田中嘉久君） 

 それでは、御質問の１－２、企業誘致はその後、進行しているかについてお答えをさ

せていただきます。 

 現在、大規模な開発行為を伴うような大学、企業等の進出、立地の相談を受けてはお

りません。また、町といたしましても、企業進出に係る用地確保が難しいことなどから、

こういった企業の誘致活動は進んでいないというのが実態でございます。以上です。 

（２番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 鈴木議員。 

○２番（鈴木浩二君） 

 今、お答えいただいたように、なかなか大きな企業誘致という形は進んでないという

ことでございます。 

 南知多町は土地もない、立地条件もよくない、アクセスもそれほどよくないというこ

とだと思います。そういった中で、若い人たちなどが新しく起業していく、それを町と

して応援していく、そんな革新的なイノベーションといいますか、施策が必要になって

くるかと考えます。その辺も含めてしっかりお願いしたいと思います。 

 次の質問をよろしくお願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 企画部長。 

○企画部長（田中嘉久君） 

 それでは、御質問の１－３でございます。今後、町の産業や新しい起業の支援につい

てどのように考えているかにつきまして、まず私、企画部長よりお答えをさせていただ

きたいと思います。 
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 本町では、基幹産業であります農業、漁業、観光業をはじめといたしました地場産業

の振興のため、漁港施設や農道、観光施設などの産業基盤の整備を進めるとともに、６

次産業化による町の特産品のブランド化や観光キャラバンによる観光客の誘致活動など

の施策を展開しております。 

 また、小規模企業等振興資金による融資、信用保証料の補助や商工会育成事業による

町内３商工会への助成のほか、民間事業者や観光協会等と連携をいたしました広域観光

の取り組みなど、官民の連携を図りながら産業の振興、育成に努めております。 

 役場内部におきましても、地方創生推進事業の一環といたしましての事業所等による

空き家の利活用の推進や、ふるさと納税の返礼品としての町の物産等の周知・ＰＲなど、

事業間の連携にも取り組んでおります。 

 税制の面でも中小企業の設備投資の支援など、今後も官民の連携も強化しつつ、行政

の各事業間においても協力しながら、産業の振興に努めてまいりたい考えでおります。

以上です。 

○議長（藤井満久君） 

 町長。 

○町長（石黒和彦君） 

 引き続きまして、議員御質問の今後の町の産業についてどう考えるかと、新しい起業

についてどう考えるかにつきまして答弁をさせていただきます。 

 まず現在の取り組みにつきましては、今、企画部長のほうから答弁をさせていただき

ました。 

 まず、この産業についてどう考えるかでございますが、産業振興という視点から答弁

をさせていただきます。 

 私の一貫した政治目標であります人口減少ストップ、産業振興につきましては、働く

場所の確保、それから外からの所得を引っ張ってきてくれる、それから地域住民の暮ら

しそのものを支えると、そういう役割が産業振興には求められておりますし、目的であ

ると理解しております。 

 その中で働く場所の提供という視点から見ますと、私たち行政が土地を造成してさま

ざまな優遇策をつけ、大企業を含めた企業誘致をする。これにつきましては、第６次総

合計画に載せてはあります。 

 でも、具体的に考えますと、調整区域が全面積の90％を占める我々の町であることと、
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それに伴いましてさまざまな土地規制がかかっております。また、企業を誘致するに当

たりましても調整区域である以上、企業に関してのライフライン、あるいはインフラ整

備、そういうものが必然的に求められる以上、我々が主体となって土地を造成して企業

を誘致するということについては、私たちの町はかなり厳しいと。 

 また、個々の企業が進出するに当たっても、そういうリスクを超えて我が町に自主的

に来るということも比較的厳しいと。また、それが要因となりまして、私たちの中で育

った企業も外へ出ていってしまうと。企業の流出もとめることができないという状態が

現実にあると、今自分は思っております。 

 その中で考えられるのは、調整区域の中でできるのは、先端型の企業、あるいは町民

の方が受け入れられるかどうかわかりませんが宗教法人とか、それから先ほど言いまし

た学校法人、それから医療法人、リゾート型の開発業者の方々、そういう方々の進出と

いうのが考えられないわけではありませんし、先ほどの国際大学に対しましても、１問、

２問の答弁にありましたが、断念せざるを得ないですが、挑戦をしたわけであります。 

 そのような中で、そういう企業、団体に対しても、我々が主体的にうちでやってくれ

ないかというような声もかけにくい、そういう状態であることも御理解いただきたいと

思っております。 

 ただ、そういう中で、私たちの町の産業は、第１次産業の農業・漁業が基幹産業であ

ると常々言ってまいりました。それで育まれたプラスチック工業とか、それから水産加

工業、この２次産業が立地されております。 

 また、第３次産業となりますが、例えばディズニーランドとか、ＵＳＪとか、ハウス

テンボスとか、近くで言えばラグーナとか、ナガシマリゾートとか、すぐ近くの南知多

ビーチランド、こういう人工の誘客施設を我々の町は持っているわけじゃなくて、あふ

れる自然、それから１次産業の農業・漁業で育まれた、生産された、とれた豊かな海の

幸・山の幸、そういうものの食を求めて来られるお客様があるのがうちの観光業、それ

からサービス業、第３次産業がここに根差しているというふうに思っております。 

 よって、我々の町の特性を十分つかんで、うちでなくちゃならないという地場産業、

これに対して守り、育て、発展していくという核となっていくのが第３次産業かなと。

それが産業の振興に対しての私のスタンスでありまして、それをもって産業振興を図っ

ていくべきかなと思っております。 

 一方、議員がおっしゃる新しい起業・創業に対してどう考えているんだということに
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関してお答えをさせていただきますが、この町の強みを生かして特性と調和した新たな

魅力を持った産業の起業・創業を目指す人々、企業、団体、それと日本の場所を問わず

どこでも起業できるという産業もあると思っております。それらの人々に声をかけて誘

致をすると。 

 その結果、違った新たな産業を生み出していく産業振興を図っていくということに関

しては、深く研究しながら、やれるところから発信をしていかなきゃいけないと。プロ

モーションにおいてもそういうふうなニュアンスを持って、空き家対策に対しても、空

き家バンクに対してもそういう思いを持って取り組んでいるところでございますが、具

体的には、企業支援については商工会とか、私どもにあるそういう各種団体と連携をと

りながら、具体的には指示をしていくと、応援していくということになるんだと思いま

すが、一丁目一番地である私どもの役場に対しては、起業や創業におけるさまざまな困

難な条件がいっぱいうちにはあると思うんです。それに対してできないんではなくて、

どうしたらその困難を排除して、起業に向けてやれるんだという考え方、対応の仕方、

相談の仕方の姿勢、これは今うちの職員たちは意思の疎通が図られていると思いますの

で、そういう根本的な考え方のもと、どこでもいつでもやれるような、そういう若者が

どうしたら来てくれるんだろうという中で日々努力をしていく、そういうスタンスでお

りますので、御理解いただきたいと存じます。 

（２番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 鈴木議員。 

○２番（鈴木浩二君） 

 今の町長の答弁の中でいろんなことが出てまいりました。若い人たちの新しい起業を

誘致というような形もございました。また、町内で大変優秀な若者たちがたくさんおり

ます。そういった人たちが起業をしていけるように、またはそれに対する、例えばアド

バイスをするような人を役場以外からまた求めるというような形のものも必要かなあと

は思います。 

 そこの中で、以前、この質問に関係して当時の町長の専決処分について、当時の議会

で一般質問でも多数の疑義が出されていたようですが、答弁の中で地方自治法第179条

１項、この専決処分に抵触していないと考えておられます。今もその考えは変わっては

いないでしょうか。 
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○議長（藤井満久君） 

 町長。 

○町長（石黒和彦君） 

 質問の意図が専決処分ということで、関連じゃないかなあとは思うんですけれども、

それに対しまして、あのときは時間がなかったということが１つ、それと４月から雇用

するというための、その当時の思案としましては、臨時議会でも開きゃいいじゃないか

とか、そういうことも多々反省すべきところは指摘をされました。 

 その中で、自分の今の考えですよ。その当時は、そういう費用も含めてスポンサード

をしてくれるということを条件で行っていたわけでございまして、それが一般寄附とい

う形ですから、その目的のためのものじゃないので、今思えば幼いというか、そういう

議会運営に対しましての深みが私になかったということは、今後に生かしていかなきゃ

いけないという反省ではございますが、今後、そういう人を、今言われたアドバイザー

を雇うんじゃないかとか、そうしたらもっともっと今の若い有能なうちの町民に対して

有効な手だてができるんじゃないかということに関しましても、当然専決処分でやるよ

うなことじゃないと承知しておりますので、十分理解して今後生かしてまいりますので、

よろしくお願い申し上げます。 

（２番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 鈴木議員。 

○２番（鈴木浩二君） 

 今、専決処分でやるようなことはないよというようなお答えでございました。各地の

自治体において、首長の専決処分が乱発されたりとか、適法だが適切であるか疑問を生

じるような専決処分等々が多数あり、自治体運営に支障を来している例があります。我

が議会では、明確で適切なチェック・アンド・バランスが機能するように議会一同も努

めていかなければならないと考えます。 

 それでは、大枠の２の観光協会についてお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（鈴木良一君） 

 それでは、御質問の２－１、現在の観光協会の独立・法人化はどこまで進んでいるの
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かにつきまして答弁させていただきます。 

 南知多町観光協会については、平成25年１月より民間から事務局長を招き、行政の枠

に縛られない柔軟で自由な活動と民間のノウハウを生かした協会の機能強化と、補助金

に依存しない経済的に独立した組織づくりを目指していただいております。 

 御質問の独立・法人化について観光協会に現在の状況をお聞きしたところ、法人化す

ることにより経理面で簿記の原則に基づいた処理をする必要があり、事業報告書及び収

支決算書などの事務処理が複雑となるとともに、税務申告の義務が発生すること。また、

運送や宿泊などを組み合わせて商品化する第２種旅行業の登録を目指しておりましたが、

弁済業務保証金分担金220万円、基準資産額700万円が必要であるという登録要件があり、

要件を満たす資金調達ができず、現在に至っているとのことです。 

 しかしながら、現在、経理については師崎商工会に委託するとともに、平成30年１月

４日に旅行業法が改正され、旅行サービス手配業の登録制度が始まったことから、旅行

サービス手配業の登録を目指すとお聞きしております。 

 この旅行サービス手配料とは、報酬を得て旅行業者の依頼を受けて、鉄道、バス等の

運送、または旅館等の宿泊の手配が行うことができるもので、弁済業務保証金分担金や

基準資産額についての登録要件がない制度となります。観光協会として今までも収益事

業を実施してきておりますが、今申し上げましたような環境を整えつつあるため、今後、

さらに収益事業を展開していき、観光協会の独立・法人化に向けて取り組んでいきたい

とお聞きしております。以上でございます。 

（２番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 鈴木議員。 

○２番（鈴木浩二君） 

 今答弁のあったように、平成30年１月旅行業法が改正され、旅行サービス手配業の登

録制度が始まったということで、たまたまこういった形で本年１月に改正されたから、

今何とか登録に向かっておるというような形だと思います。 

 ここで観光協会事務局体制はどのようになっているのか。また、南知多町はどのよう

な応援体制をとっているでしょうか。 

○議長（藤井満久君） 

 建設経済部長。 
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○建設経済部長（鈴木良一君） 

 それでは、御質問のございました観光協会の事務局体制はどのようになっているのか、

また町はどのような応援体制をとっているのかにつきまして答弁をさせていただきます。 

 観光協会事務局体制につきましては、平成25年１月より事務局長を招くとともに、平

成25年４月に事務局職員を正職員として採用し、事務局長、事務局職員１人、臨時職員

２人の４人の体制となりましたが、平成27年度末で事務局職員が退職したため、現在で

は、事務局長、臨時職員３人の４人体制で運営されております。 

 また、現在、観光協会事務局に対し、イベントや事務など人員が必要なときは、産業

振興課商工観光係の職員が協力しております。引き続き人員が不足する場合につきまし

ては、応援するとともに観光協会の独立・法人化に向けての取り組みについて協力して

いきます。以上でございます。 

（２番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 鈴木議員。 

○２番（鈴木浩二君） 

 今、応援をしているというような形でございます。しかしながら、今の観光協会の現

状を見ておりますと、事務局長がほぼ外へ営業に回って、中は事務局さん、臨時職員が

残って事務仕事をしているといったような、こんな状況だと思います。この辺も今後ど

うなっていくか不安を持っている人もたくさんいるかと思います。 

 それでは、次の質問をお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（鈴木良一君） 

 それでは、御質問２－２、観光協会の運営費など、町からの補助金はどのようなもの

があるかにつきまして答弁させていただきます。 

 平成30年度の予算としまして、補助金は、観光協会の運営を支援する町観光協会補助

金として1,597万1,000円、観光協会各支部によるパンフレット、案内看板等の作成に要

した費用の一部を補助する観光宣伝補助金326万5,000円、砂浜の整地、清掃、危険標識、

監視及び放送施設等の配置に要した費用の一部を補助する海水浴場及び浴客安全対策費

補助金940万4,000円があります。以上でございます。 
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（２番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 鈴木議員。 

○２番（鈴木浩二君） 

 今上げていただいたように、一番最初の1,597万1,000円ですか。これに関しては観光

協会へ補助金として行っているというような形だと思います。そのほかの部分に関して

は、恐らく観光協会へ一旦入り、それが補助金として各支部へ分配されていくというよ

うな形になっているかと思います。 

 この中で、町の観光協会補助金は何に使われているんでしょうか。また、観光宣伝補

助金、今の海水浴の浴客安全対策費補助金の各支部への内訳はどうなっていますか。 

○議長（藤井満久君） 

 産業振興課長。 

○産業振興課長（川端徳法君） 

 それでは、町観光協会補助金の使途と観光宣伝補助金、海水浴場及び浴客安全対策費

補助金の各支部への内訳につきまして答弁をさせていただきます。 

 まず町観光協会補助金につきましては、事務局長及び臨時職員等の人件費、それから

消耗品や光熱費などの需用費、電話もしくは電話通信費やパンフレットの送料などの役

務費、ほかに観光宣伝キャラバンや町浜開き式などにかかります事業費、それと各支部

が実施いたしております花火大会への助成金、県観光協会や知多南部地域観光協議会な

どへの各種負担金などに使われております。 

 続きまして、観光宣伝補助金につきましては、平成29年度の実績といたしましては

190万円を補助しております。各支部への内訳といたしましては、内海支部へ27万3,000

円、豊浜支部へ９万1,000円、豊丘支部のほうへ３万円、大井支部へ8,000円、師崎支部

へ13万7,000円、篠島支部35万円、日間賀島支部101万1,000円となっております。 

 なお、そのほかの山海支部及び片名支部につきましては、事業の実績がございません

でしたので、補助のほうは行っておりません。 

 次に、海水浴場及び浴客安全対策費補助金につきましては、海水浴場のある内海、山

海、篠島、日間賀島の４支部に対しまして、平成29年度の実績といたしまして 940万

4,000円を補助しております。 

 各支部の内訳といたしましては、内海支部へ396万5,875円、山海支部へ88万7,951円、
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篠島支部へ168万2,046円、日間賀島支部へは286万8,128円となってございます。以上で

ございます。 

（２番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 鈴木議員。 

○２番（鈴木浩二君） 

 今、答弁いただきました。観光協会への補助金が人件費、消耗費の需用費などなどに

使われているということで、あとの観光宣伝費、海水浴補助金につきましては各支部へ

回っているという形で、今言われた各支部への金額等々を見ましても、活発に動いてい

るところと、なかなかそういった観光資源のないところも多々あったりしているのかな

あと。また、どうやって使っていいかわからないなんていうような形のところもあるか

と思われます。そういった指導も続けていってほしいと思っております。 

 では、次の質問をお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（鈴木良一君） 

 それでは、御質問の２－３、町長は、今後の観光協会と観光業の展望をどのように考

えているかにつきまして、まず初めに、私、建設経済部長より答弁させていただきます。 

 南知多町の観光における現在の取り組みとしましては、知多半島の市町、観光協会及

び民間事業者で構成する知多半島観光圏協議会、南知多町、西尾市、田原市及び蒲郡市

の市町、観光協会及び民間事業者で構成する「ＧＯＧＯ三河湾協議会」、南知多町、美

浜町、観光協会及び民間事業者で構成する知多南部地域観光協議会に参加することによ

り、広域連携を図り、観光客の来訪及び滞在を促進していきます。 

 また、東海地区外国人観光客誘致促進協議会愛知・名古屋部会に参加することにより、

増加する訪日外国人に対し、県全体での誘客活動に合わせて南知多町への宿泊を促進し

ています。以上でございます。 

○議長（藤井満久君） 

 町長。 

○町長（石黒和彦君） 

 続きまして、私のほうから答弁をさせていただきます。 
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 観光協会につきましては、事務局を役場の外に置きまして、事務局長を民間から迎え、

従来の役場職員ではできなかった営業活動を行っていただき、誘客に今努めていただい

ておりますし、活動範囲が広がったというふうに理解しておりまして、私としましては、

引き続き民間からの事務局長による現在の観光協会の体制を持続していくことが、観光

業の振興並びに発展に寄与できる、有効であると考えているところは変わりません。 

 また、先ほどの産業をどう考えるかという議員の質問に対しましても、１次産業を基

幹産業として、第３次産業が引っ張っていくんだという位置で観光業を位置づけておる

ことも確かでございます。 

 今後は、観光協会が自立していくに当たりまして何が大事かといいますと、観光協会

にお見えになる観光業者の方々の会員の皆様と、私ども観光に携わる商工観光係の者が、

その方向性、そして法人化に向かって独立していくということに関しての価値を共有す

ること、そのことが大事だと思っていますし、議員御指摘のように５年たちました。今

ここで、一回ＰＤＣＡを回してみるべきじゃないかという御指摘に対しましてはそのと

おりだと考えておりますが、それもあわせて主体はあくまでも観光協会であります。私

が外へ出してこうしていきたいということに関しまして、同意をいただきましたその当

時の観光協会の幹部の方、最終的には全員の方にこの形をとらせていただいておるわけ

であります。 

 そういう形の中で、この形がいいかどうかの評価も含めまして、観光協会の方たちが、

９つも観光協会の支部があるわけでございまして、そのてっぺんが、私どもの役場が事

務をやっておるだけでいいのかという原点に戻りましたときに、外へ出したからといっ

てうちの職員を減らしておるわけじゃないんです。ですから、いかに観光に対して力を

出していかなきゃいかんかと。その出し方については、最前線で現場を引っ張っている

観光業者の方がリーダーシップをとっていくのが一番いいんですが、できる限りにおい

て、我々の役割分担をしっかり果たしていくという中で、観光協会に対しての支援はま

だまだ続けていかないかんという気持ちはもう変わりません。そういう形で考えており

ます。 

 とりあえず、今、観光業の振興につきましては、先ほど建設経済部長が答弁しました

ように広域連携を図るとか、外国人の誘客に努める環境を整備するとか、あるいは老朽

化する観光施設の更新につきまして、民間業者の方の知識やノウハウを活用するのみな

らず、あわせてできれば民間企業の方の投資も呼び込めんかというようなことを考えな
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がら整備をしていかなくてはいけないと考えております。 

 また、さまざまな面での御指摘をいただきながら、とにかく観光はこの町の産業を引

っ張っていくという位置づけで力を入れてまいりたいと、そう思っております。 

（２番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 鈴木議員。 

○２番（鈴木浩二君） 

 力強いお言葉をいただきました。今、観光協会の体制を持続していくというようなこ

とでしたけれども、今現状を見ると事務局長も大変な高齢になっていまして、あの年齢

で毎日飛び回っているというようなことでございます。 

 また、先ほどの答弁にもありましたが、事務局職員もやめて、その後、かわりの人は

採用されておりません。現在の体制では将来に不安を感じますが、どのようにお考えで

しょうか。 

○議長（藤井満久君） 

 町長。 

○町長（石黒和彦君） 

 今後の観光協会の事務局の体制につきまして、観光協会事務局長さんが御高齢である

とか、なかなか言いにくいところがありますが、先ほども申し上げたように、基本は観

光に携わる方たちがどうするかが一丁目一番地であると思っております。それに基づき

まして、万が一のことがいつあるかわからんことも確かで、誰でもあるということでご

ざいますが、そのときは先ほどの南知多町役場の商工観光係が応援をしておるわけでご

ざいますが、人の派遣も含めてとりあえず継続をするということに対しては、責任を持

たないかんと思っておるものの、発展させていこう、進化していこうと思うその気持ち

は、やはりそれに携わっている観光業者の人がまず第一にあると、これだけは強く言っ

ておきたいと思っております。 

 商工会もそうですが、全ての、いわゆる私のところにある組織が、今存続をするため

に苦労していることは承知しておりますので、役場の人口減少もあわせて、この町その

ものも持続可能性が低いんじゃないか、消滅都市だと言われておるわけでございまして、

みんな生き残りをかけてやっていかないかんと、そういう強い気持ちで目的・目標を共

有してまいりたいと思っております。 
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（２番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 鈴木議員。 

○２番（鈴木浩二君） 

 今、町長が言われたように、いつ何があるかわからないというようなことで、そのと

きには、役場より職員の派遣ですとか補助金の増額などなど、でき得る限りの形をとっ

ていただきたい。また、今現在の形でそういった施策をとっておくということも大事か

と思います。 

 今、こういった話の中で、私ども議員も、町長も、町民の負託を受けて町民の代表と

してこの場におります。まして町長は南知多町のかじ取りを担っております。役場職員

も町長の進む道に従っていきます。 

 私の本日のこの２つの質問、どちらも町長がかじを切りました。その責任を重く受け

とめていただいて、閉じる扉は閉じる、進む道はより一層邁進する。観光協会を独立さ

せるという道を選んだ上は、今まで以上の尽力をしてほしいと思います。 

 感想を述べまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（藤井満久君） 

 町長。 

○町長（石黒和彦君） 

 今、議員の最後の言葉の中に補助金の増額という言葉が勝手に入れてありましたけれ

ども、それは答弁の中に入っていませんので、ひとつ確認をしておいてください。よろ

しくお願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 以上で、鈴木浩二議員の一般質問を終了いたします。 

 ここで暫時休憩いたします。休憩は午後１時０分までとします。 

 〔 休憩 １２時０１分 〕 

 〔 再開 １３時００分 〕 

○議長（藤井満久君） 

 休憩を解きまして本会議を再開いたします。 

 次に、１番、山本優作議員。 

○１番（山本優作君） 
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 議長より許可をいただきましたので、一般質問をさせていただきます。 

 なお、壇上での質問は、一般質問通告書の朗読とさせていただきます。 

 質問事項１番、麻疹、通称でははしかと呼ばれているものの流行と対策について。 

 平成30年３月20日に沖縄県内で旅行客が麻疹と診断されたことをはじめとして、愛知

県内にも麻疹が広まっています。平成30年５月19日の愛知県の発表によれば、県内で麻

疹と診断された患者は24名いますが、知多半島内では麻疹は確認されていません。 

 麻疹のワクチンは、１回の接種で95％以上の人に免疫をつけることができますが、１

回の接種で免疫がつかなかったり、年数がたって免疫が下がることを防ぐ目的で、現在

ではワクチンを２回接種することが推奨されています。前回、平成19年、20年に麻疹が

流行した際には、麻疹のワクチンを１回しか接種していなかった10代から20代の世代を

中心に麻疹が広まりました。当時の町の対応としては、平成20年より５年間、中学校１

年生相当と高校３年生相当の年代に２回目の麻疹ワクチン接種の機会を設けました。今

回の平成30年の麻疹の流行でも、麻疹のワクチンを１回しか接種していない20代後半か

ら30代後半の世代を中心に麻疹が広まっています。 

 これから夏休みや、お盆休みという人の出入りの多い時期を迎えるに当たり、町民の

健康を維持し、町内の観光業などへの影響を与えないようにするためにも万全の体制で

臨む必要があると考えるので、以下の質問をします。 

 質問１．本町には麻疹のワクチンを１回しか定期接種していない世代の人は何人いる

か。 

 質問２．現在、知多厚生病院では麻疹ワクチンの在庫が不足しており、子どもの定期

接種以外ではワクチンの接種を全て断っていると伺っています。県内のほかの病院も同

じ状況であり、町民が各自で麻疹ワクチンを接種できる病院を探すことは非常に難しい

と思われるが、町として何か支援していただくことはできないか。以上です。 

 再質問は自席にて行わせていただきます。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 それでは、御質問１－１、本町には麻疹のワクチンを１回しか定期接種していない世

代の人は何人いるかにつきまして答弁させていただきます。 

 麻疹（はしか）の定期予防接種は、昭和53年10月から１歳の子どもに対して１回接種
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で始まりました。その後、平成18年から１歳と５歳の２回接種が始まりましたが、平成

20年度から平成24年度にかけて中学生と高校生に対する補足的予防接種が実施された世

代も含めて、２回接種が始まった世代までの１回接種世代は、昭和52年４月２日生まれ

から平成２年４月１日生まれまでの世代となります。 

 現在、南知多町に住所がある昭和52年４月２日生まれから平成２年４月１日生まれの

方は、平成30年５月25日現在で2,093人でございます。以上です。 

（１番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 山本議員。 

○１番（山本優作君） 

 麻疹のワクチンを１回しか定期接種していない世代というのが町内に2,093人いると

いうことで、人口からすると１割強の方々が該当するということで多いと感じますが、

その中でも自費で２回目のワクチンを接種された方が何名かいらっしゃると思うんです

が、それについては何名いるか把握しているでしょうか。 

○議長（藤井満久君） 

 保健介護課長。 

○保健介護課長（鈴木茂夫君） 

 御質問の１回しか接種していない世代の方で２回目接種した人は何人いるか把握して

いるかということでございますが、町のほうでは、そのような届け出ですとか報告を求

めるということはありませんので、データがございません。したがって、そのような方

の人数は不明でございます。以上です。 

（１番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 山本議員。 

○１番（山本優作君） 

 任意接種の分については把握していないということで、了解しました。 

 それでは、次の質問の回答をお願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 
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 御質問１－２、麻疹ワクチンが不足しており、町民が各自で麻疹ワクチンを接種でき

る病院を探すことが難しい状況だが、町として何か支援することはできないかにつきま

して答弁させていただきます。 

 麻疹ワクチンの供給量としましては、我が国においては子どもの定期接種に対する量

が大部分であり、一般成人の方への予防接種に対応できる量は限られていると認識して

います。その中で、本町として一般成人の方への予防接種に対応できる医療機関につい

て情報収集などができるかということにつきましては、医療機関ごとにワクチンの在庫

状況が日々変動することなどもあり、難しいと考えておりまして、直接かかりつけ医で

御相談いただくか、インターネットを利用し、愛知県のホームページの麻疹のページに

もリンクがありますが、「あいち医療情報ネット」などで検索し、該当の医療機関へ問

い合わせていただきたいと考えています。 

 また、一般成人の方の麻疹予防接種は任意接種となっていますが、その費用に対する

助成等は考えておりません。以上です。 

（１番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 山本議員。 

○１番（山本優作君） 

 今、お答えいただきましたけれども、子どもの定期接種以外に対応するワクチンの余

裕が全体的にないということですけれども、例えば今回の麻疹の流行についても、都道

府県によっては流行の度合いが違っているといったことから、他県からワクチンの余剰

を集めて一般成人の方に対応するような、特定の病院にワクチンを収集して、そこから

対応するというようなことはできないでしょうか。 

○議長（藤井満久君） 

 保健介護課長。 

○保健介護課長（鈴木茂夫君） 

 ワクチンの余剰が少ないという状況の中で対応できることはないかということなんで

すけれども、より流行が広がっております沖縄県においては、その市町村においては、

定期接種以外のお子さんですとか、小学生までの任意接種について、あるいは一部、一

般成人に対する助成とかも考えられて実施されていると。その場合、報道発表によれば、

沖縄県と厚生労働省でワクチンの供給について調整したということがございました。愛
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知県におきましてはそのような場合、子どもさんにおいてその定期接種を確実に受ける

ようにという周知ですとか、そういったもので予防接種を受けるよう推奨を行うという

ことの対応となっておりまして、議員が御指摘されるようなワクチンを集めて何とか予

防接種できるような対策というところまではとられていないという状況でございます。

以上です。 

（１番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 山本議員。 

○１番（山本優作君） 

 よそからちょっと集めてやるのは難しいということで、ちょっと今後でも災害時の物

資の供給の提携とかもありますから、同じような形でできないか検討していただきたい

と思います。 

 また今後、麻疹の流行ということで、基本的には海外から持ち込まれるのがメインと

なりますけれども、今後も同じように海外から持ち込まれるおそれが残っています。そ

の対策についてはどう考えていらっしゃいますか。 

○議長（藤井満久君） 

 保健介護課長。 

○保健介護課長（鈴木茂夫君） 

 今後も麻疹が海外から持ち込まれる危険性というのはあるんだけれども、どのような

対策かということでございます。 

 世界的に見ますと、日本以外の各国では麻疹が流行している地域も多く、今後も麻疹

が海外から持ち込まれる可能性はゼロではないと、かなりあるということでございます。

その中で、麻疹も感染力が強いということでございますが、最も効果があると言われて

おるのが、予防接種を受けて、その免疫をつけるということで防ぐということが有効で

あるとされておりまして、日本を含めた多くの先進国ではワクチンの２回接種というこ

とで免疫をつけるということによって、仮に海外から持ち込まれた場合に、流行が一定

以上広がらないというような対策でもって国としては対策をとっているということにな

っております。 

 数年前、平成27年の３月27日で世界保健機関西太平洋地域事務局によりまして、日本

においては麻疹の排除状態にあるということが認定されておりまして、そのような状況
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でございますので、一定の効果が期待できておりまして、大きく流行が広がることがな

いと、今回もそのような経緯をたどっているかというふうに認識をしております。以上

です。 

（１番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 山本議員。 

○１番（山本優作君） 

 前の質問の回答でも県のほうの指針に従って同じように対応していると、各市町で足

並みをそろえた対応をしているという形で、それは無難なことではあるんですけれども、

本町としましては、県内でも観光業への依存度が高いまちであるということを踏まえる

と風評被害とかの影響もありますので、ほかの市町よりも感染症対策に力を入れるぐら

いのかげんがちょうどよいと考えています。ただ、本町については資金が潤沢にあるわ

けではありませんので、常日ごろからよそより一歩先を行くような対策をとることは常

識的に考えても厳しいということになりますけれども、今回に関しては、ワクチン接種

の費用そのものよりもワクチンの在庫不足が問題となっていまして、資金力よりも発想

力というものが求められている状況です。町職員の皆様方や町民の皆様方からもお知恵

を拝借しまして、本町ならではの感染症対策のあり方を再検討していただいて、本町で

考え出した画期的な案を全国に発信するぐらいの意気込みで臨んでいただきたいので、

どうぞよろしくお願いします。 

 以上で、私からの一般質問を終わります。 

○議長（藤井満久君） 

 以上で、山本優作議員の一般質問を終了いたします。 

 次に、７番、服部光男議員。 

○７番（服部光男君） 

 議長より許可をいただきましたので、一般質問の朗読をさせていただきます。 

 大きい１番としまして、学校の統合について。 

 人口の減少は、南知多町だけの問題ではなく、平成30年３月に厚生労働省人口問題研

究所から発表された内容では、2030年には全ての都道府県において人口減少が進み、と

りわけ地方においては顕著で、ある県では現在の半分ぐらいの人口になるのではと予測

されています。 
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 本町の人口構成を見ましても高齢化率は上昇を続け、その分、子どもの数は減ってき

ています。児童・生徒たちの望ましい学習の場として整備を図るべく、平成18年２月に

南知多町教育委員会が示した学校統廃合の基本構想でも、中学校は全校を統合して１校

を設立する。小学校は各地区に１校ずつ設立し、５校とするとの記述があります。その

後も統合のメリット・デメリット、部活動での選択肢、クラスがえ等、子どもたちにと

って何がよいのか検討していくとありますが、いまいち歯切れの悪い状況で立ちどまっ

ているように思えます。中学校の統合を考えたとき、篠島・日間賀島の生徒の通学手段

をはじめ、その他の問題を早急にテーブルの上にのせるべき時期にあるのではないかと

の思いで次の質問をいたします。 

 問１－１、中学校の統合についての考え方に、基本は１つの学校にと考えるが、両島

はそのままで、半島側で１つの学校へ統合し、合計３校にする考え方や、段階を踏んで

結果的に１校にといろいろな考え方があると思うが、町教育委員会としてはどのように

考えるか。また、例えば半島側のみでの統合をした場合、両島の教育環境は現在のまま

なのか。 

 問１－２、学校統合を経験した方の手記を見つけましたので、紹介させていただきま

す。全校で100名ほどの学校でしたが、その方の学年はひのえうまの年回りで特に少な

くて、合計10名でしたが単式学級でした。統合して35人の２学級の学校になり、ドッジ

ボールも初めて経験し、部活も吹奏楽で全国大会にも出場したそうです。母校がなくな

るのは寂しいですが、親として子どもたちにはいろいろな子にもまれて強く大きくなっ

てほしい。その方にとっては、学校の統合はメリットが大きかったそうです。 

 本町の場合、数年後に１つの中学校に統合した場合、予測として各学年何クラスにな

りそうですか。 

 問１－３、仮に中学校を統合した場合の学校の場所について、通学の利便性等を考え

たとき、町の中心にある豊浜がよいと私は考えますが、現在の学校を利用する方法と、

新たに建設する方法の選択肢としてどのように考えるか。 

 問１－４、小学校の統合についても質問いたします。 

 小学校を５校とする場合、師崎小学校、大井小学校の統合について、今後どのように

考えるのか。 

 問１－５、平成23年11月に内海小・中学校区、豊浜小・中学校区の保護者の方へお願

いしたアンケート調査を踏まえ、町内の保護者の方を中心に現在の状況の説明と同時に、



－１０３－ 

再度、統合に関するアンケートを実施してはどうか。 

 問１－６、中学校が統合した場合、中学校跡地へ小学校を移転、さらに小学校跡地へ

サービスセンターその他の施設を移転するなど、これを機会に公共施設の効率的な管理、

再編を考えるべきと思うが、どうか。 

 大きい２番としまして、風水害時の対応について。 

 ６月、また雨の季節がやってまいります。梅雨に始まり集中豪雨、台風など、各地で

土砂災害や豪雨災害、浸水被害等が危惧されます。本年４月には大分県で突然裏山が崩

壊し、多くの家屋が巻き込まれ、犠牲者も出ました。大雨でもないのに山が崩壊する、

どこまでの対応が適切なのか判断も難しいところです。地震に比べ、ある程度の予測が

できるはずですが、残念ながら多くの命が巻き込まれるのも現実です。 

 住民の命を守るべく、風水害への対応について質問します。 

 問２－１、南知多町でも崖崩れなどの危険があると思われる地域を重点に、急傾斜地

崩壊対策事業や治山事業として現在も取り組んでいると思われる。数年先までの工事の

予定表もいただいているが、改めて工事の進捗状況を教えてほしい。 

 また、落石、ひび割れ、地すべりなどの予兆が見られるような緊急を要する案件が出

た場合はどうするのか。 

 問２－２、土砂災害といえば土砂崩れとか土石流があるが、本町において土石流の発

生予想箇所はあるのか。あるとしたら、その対策はしているのか。 

 問２－３、災害に対するとき、ハード面の対策が目につきやすいのですが、それに加

えソフト対策が重要と考える。事前に災害を想定して、いつ、誰が、何をするのかをあ

らかじめ時系列で整理し、被害の最小化と同時に復旧への最速化を図る目的で生まれた

ソフト対策の１つに、タイムライン（防災行動計画）があります。アメリカのハリケー

ン対策で生まれ、その後の実践により効果も確認されています。南知多町でもこのシス

テムを導入していると聞いているが、大災害を想定した場合、「誰が」の中に地域住民

を最先端で守っていただいている自主防災会組織をはじめとした地域の防災組織は入っ

ているのか。 

 問２－４、海水温の上昇等の影響により、台風の大型化、予測を上回る大雨にも準備

をしておく必要がある。家財を捨ててでも避難を最優先すべき事態が発生するかもしれ

ません。住民の避難を促す避難勧告等を出すときには、空振りを恐れず指示を出してい

ただきたいと思うが、過去に避難勧告等を出した前例はあるか。 
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 また、避難勧告等の告知方法についても、高齢者世帯がふえていることを踏まえて何

か工夫があるか。 

 問２－５、避難勧告等による避難先として、町の指定避難場所（30カ所）が公表され

ている。避難所までの道のり、状況によっては遠くの避難所より近くの２階ということ

も言われるように、避難する場所としては、指定避難所ではなく近くの公民館でも問題

はないのか。 

 問２－６、役場の災害対策において災害の発生が予想されるとき、また警報が出たと

きなど、第１から第３までの非常配備体制がなされ、町長を本部長として災害対策本部

が設置される。本部長のもとに７つの部が置かれ、それを１から４の班に構成されてい

る。その上で各地区の避難所へ職員を配備することも想定しているようだが、大災害を

想定した場合、道路の寸断等、全職員の招集も難しいと考えられる。非常時の中で住民

への対応を考えたとき、地区の防災組織への協力要請もふだんからしておくほうが、よ

り住民目線と考えるが、現在の状況で避難所での対応は万全と思うか。 

 以上、通告書の朗読をさせていただきました。再質問につきましては自席で対応させ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 教育部長。 

○教育部長兼学校教育課長（山下雅弘君） 

 それでは、御質問１－１、中学校の統合について、教育委員会はどのように考えるか。

また、例えば半島側のみで統合した場合、両島の教育環境は現在のままなのかにつきま

して答弁させていただきます。 

 御承知のように町教育委員会では、中学校を１校に、小学校を５校に統合するという

１中５小の基本構想を平成18年２月に策定しております。しかしながら、学校統合につ

きましては行政が一方的に進めるべきものではなく、保護者などの御意見も伺いながら

慎重に進めていくことが大切と考えております。その手段の１つとして、中学校区ごと

に順次、保護者などの意見交換の場の設定やアンケート調査などを実施し、その結果を

参考にしつつ検討を重ね、一定の方向性を決めていく必要があると考えております。し

たがいまして、１つの中学校とするか、あるいは３つの中学校とするのか、または段階

を踏んで結果的に１つの中学校にするのかにつきましては、まず保護者の御意見を参考

に、検討を重ねた上で決定してまいりたいと考えております。 
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 また、御質問いただきました半島側のみで統合をした場合、両島の教育環境は現在の

ままなのかにつきましては、両島の中学校の統合につきまして合意が得られず、両島の

中学校は統合しないとなった場合、義務教育である小学校・中学校の９年間を１人の校

長の一貫した方針のもとで教育を進めていく小中一貫教育校・義務教育学校を開設する

のか、あるいはそれぞれの学校に校長は置くものの、義務教育学校と同じように９年間

の教育目標を設定するなど、小中連携を今以上に進めていくこととするのか、子どもた

ちの学びを第一に考え、どのような中学校にしたらよいのかを両島の保護者の御意見も

お伺いし、一定の方向性を決めていきたいと考えております。以上です。 

（７番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 また御意見等を伺うのは、次の質問でも出てきますので、次の質問をよろしくお願い

いたします。 

○議長（藤井満久君） 

 教育部長。 

○教育部長兼学校教育課長（山下雅弘君） 

 御質問１－２の数年後に１つの中学校に統合した場合、予測として各学年何クラスに

なりそうですかにつきまして答弁させていただきます。 

 平成30年５月１日現在で住民基本台帳に登録されている人口をもとに、将来、転出・

転入等の異動がないものとした場合の生徒数で答弁をさせていただきます。 

 まず、仮に平成30年度に１つの中学校となった場合、中学１年生が115人で４クラス、

中学２年生が129人で４クラス、中学３年生が117人で３クラスとなります。 

 次に５年後の、平成ですと35年度ですが、平成35年度では、中学１年生が110人で４

クラス、中学２年生が118人で３クラス、中学３年生が131人で４クラスの見込みであり

ます。 

 また10年後の、こちらも平成としますが、40年度では、中学１年生が88人、中学２年

生が111人、中学３年生が96人で、いずれも３クラスの見込みであります。以上です。 

（７番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 
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 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 同じ条件で、半島側のみ統合した場合の予想クラスもちょっと教えていただけますか。 

○議長（藤井満久君） 

 教育部長。 

○教育部長兼学校教育課長（山下雅弘君） 

 それでは、先ほど答弁した、１つの中学校に統合した場合と同じ条件で、半島側のみ

の中学校が統合した場合、３中学校が統合した場合の予想のクラス数と生徒数をお答え

いたします。 

 まず平成30年度では、中学１年生が78人で３クラス、中学２年生が104人で３クラス、

中学３年生が91人で３クラスとなります。 

 次に、５年後の平成35年度では、中学１年生が79人、中学２年生が95人、中学３年生

が94人で、いずれも３クラスの見込みであります。 

 また、10年後の40年度では、中学１年生が65人、中学２年生が75人、中学３年生が62

人で、いずれも２クラスの見込みであります。以上です。 

（７番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 ありがとうございます。 

 それでは、３番の質問にお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 教育部長。 

○教育部長兼学校教育課長（山下雅弘君） 

 御質問１－３の仮に中学校を統合した場合の学校の場所について、現在の学校を利用

する方法と新たに建設する方法の選択肢として、どのように考えるかにつきまして答弁

させていただきます。 

 先ほども答弁いたしましたが、仮に統合する場合、１つの中学校になるのか、両島を

除く半島側の中学校が統合し、３つの中学校になるのかにつきましては、現在のところ

計画が決まっておりませんので、あくまで仮の話ということでございますが、５つの中
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学校を統合して１つの中学校とする場合ということでお答えいたします。 

 まず、新たに中学校を建設する方法につきましては、校舎・体育館・校庭とも充実し

た教育活動を可能にする規模や、機能を十分に確保できる施設にすることや、防災機能

をはじめ地域のコミュニティー活動等にも配慮した機能の導入など、保護者や住民の方

から新設校への施設整備の要望をお聞きし、特色のある学校施設整備を進められるとい

うことがメリットとしては上げられますが、それに適した場所の確保や、道路・水道な

どの整備を含めました建設に係ります財政負担を考慮しなければなりません。概算の経

費としましては、土地の購入費や道路・水道などの整備費を除く建設費だけとしまして

も、約30億円は必要ではないかと思われます。 

 一方、現在の学校を利用する場合では、校舎や教室の数、敷地の広さ、体育館や運動

場などの附属の施設、通学の利便性、立地条件などを総合的に判断する必要があります。

また、現実的には学校施設の大規模な改修も必要になると考えられます。新たに建設す

る方法と現在の学校を利用する方法のいずれにしましても、町の財政負担を考えた場合、

財源の確保が大きな問題になると考えております。以上です。 

（７番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 ありがとうございます。 

 既存の学校施設を利用した場合の統合でも、かなりの費用が必要と思われます。町の

財政面から考えた場合でも、今のうちといいますか、体力のあるうちに早期の決断が必

要ではないかと思われます。卒業生が大人になって、自分たちの学校の建設費用を後々

まで自分たちが負担するようなことにならないような施策も必要と考えます。 

 また、早期の決断が必要なんですが、統合先をどこにするかの問題も大きいと思われ

ます。その観点としましては、防災の観点、安全な場所、通学、また給食の配食等の問

題もあります。例えば、そのような条件をポイント制にして公平な決め方をするという

のも一つの方法だと思います。大人の自分たちの地元へ何とか引っ張ろうという綱引き

によって、この統合に際して進展を阻むことのないように私は思いますが、どのように

お考えをするのでしょうか、お願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 
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 教育部長。 

○教育部長兼学校教育課長（山下雅弘君） 

 先ほど新たに建設した場合と既存の中学校を利用した場合の経費について、いずれに

しても町の財政負担は高額になるということを答弁いたしました。そちらの経費は幾ら

かかるかということにつきまして、今後、概算金額を算出し、町の財政計画に組み入れ

ていく必要があると考えております。また、既設の中学校を利用する場合の校舎や教室

の数、敷地や体育館・運動場の施設、通学の利便性等に加えまして改修の費用など、こ

ういったものが比較できる資料を、これをわかりやすい資料を作成したいと考えており

ます。 

 検討を進める方法につきましては、今後、教育委員会のほうで協議をしていくという

ものですが、アンケート結果を参考にしながら検討委員会を設置いたしまして、場所を

選定して、今お話ししましたような比較検討をした資料をもとに中学校の統合基本計画

（案）を保護者の皆様方にお示ししたいと考えております。以上です。 

（７番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 次の質問をお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 教育部長。 

○教育部長兼学校教育課長（山下雅弘君） 

 それでは、次の御質問１－４の小学校を５校とする場合、師崎小学校と大井小学校の

統合について、今後どのように考えるのかにつきまして答弁させていただきます。 

 27年１月に文部科学省から出されました「学校統廃合の手引」によりますと、小学校

においてもクラスがえができないほど小規模になった場合は統廃合を検討するか、統廃

合ができない場合は小規模校のデメリットを解消する対策に取り組むか、選択を促すこ

とが示されております。本町では現在、内海小学校の１年生と３年生を除く全ての小学

校の学年がクラスがえができない状況になっております。そのうち大井小学校、師崎小

学校の児童数ですが、本年５月１日現在で、大井小学校77人、師崎小学校78人でありま

す。近い将来、２つの小学校ともさらに児童数が減少していくと見込まれるために学校
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統合を検討する必要があると考えております。以上です。 

（７番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 いずれにしても小学校までというのは、まだちょっと先の段階かなと思っております

が、とにかく中学校の問題を優先するべきだと思っております。 

 次の質問をお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 教育部長。 

○教育部長兼学校教育課長（山下雅弘君） 

 それでは、御質問１－５の町内の保護者の方を中心に再度統合に関するアンケートを

実施してはどうかにつきまして答弁させていただきます。 

 教育委員会では、平成23年11月に内海小・中学校区と豊浜小・中学校区の保護者を対

象に学校統合についてのアンケート調査を実施しました。アンケートの内容は、小学校

の統合を経験された保護者に統合の結果についての検証と、今後、中学校の統合を進め

ることについての思いをお聞きしたものであります。 

 アンケート項目のうち、統合した結果について「よかった」「どちらかといえばよか

った」を選んだ方の割合が79.2％、「悪かった」「どちらかといえば悪かった」を選ん

だ方の割合が 5.9％、「どちらともいえない」「わからない」を選んだ方の割合が

14.9％でした。しかし、同じアンケートで、中学校の統合を進めることについての御質

問では、どちらかといえばを含めまして、進めたほうがよい方の割合が33.4％、進めな

いほうがよい方の割合が33.8％、どちらともいえない、わからない方の割合が32.8％で

した。 

 学校統合につきましては、さきに答弁させていただいたとおり、子どもたちの教育に

とって最善の選択をするためには、行政のほうが一方的に進めるものではなくて、保護

者などの御意見も伺いながら慎重に進めていくことが大切であると考えております。そ

のための方法の１つとして、意見交換の場の設定やアンケート調査を実施する必要があ

ると考えております。以上です。 

（７番議員挙手） 
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○議長（藤井満久君） 

 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 今後、アンケート並びに地域の皆さんのいろいろな意見交換をしていくわけですが、

ただ単にアンケートをとるんではなく、今の現状及び将来に対しての問題点を十分に説

明といいますか理解していただいた上で、保護者なり、今後また保護者になられるよう

な方たちの世代も含めた上で、個人の意見、そして地域の意見を、皆さんがすり合わせ

た上で再度意見をもらうような形もとるべきだと思いますが、この辺はどのようにお考

えでしょうか。 

○議長（藤井満久君） 

 教育部長。 

○教育部長兼学校教育課長（山下雅弘君） 

 アンケートのとり方などにつきましては、また今後検討を重ねるところでありますが、

議員がおっしゃるとおり、保護者の皆様などに将来の生徒数の減少の予測や、例えばク

ラスがえができないほどの小規模校になったときの問題点など、これを御説明して、ま

た保護者の方からは現在の学校についての問題点など、お考えがあったら、それをお聞

きすることが大切であると考えております。ですので進め方については、そのアンケー

トのみにするのか、意見交換の場を設けるか、またそれ以外の方法にするのか、こちら

については、また教育委員会の中で議員の御意見も参考に検討してまいりたいと考えて

おります。以上です。 

（７番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 おっしゃるとおりに決断は早急にスピーディーにということですが、準備のほうは慎

重に、周到にという形で進めていただきたいと思います。 

 次の質問をお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 教育部長。 

○教育部長兼学校教育課長（山下雅弘君） 
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 それでは、御質問１－６の中学校が統合した場合、中学校跡地へ小学校を移転、さら

に小学校跡地へサービスセンターその他の施設を移転するなど、これを機会に公共施設

の効率的な管理、再編を考えるべきと思うがどうかにつきまして答弁させていただきま

す。 

 仮にですが、中学校を統合した場合にできる跡地につきましては、議員のおっしゃる

ように公共施設の効率的な管理のため、取り壊しをするのか、ほかの公共施設を移転す

るのか、幾つかの公共施設の複合施設とするのかなどの検討が必要と考えております。

以上です。 

（７番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 町有施設といいますか、今後の再編は絶対に必要と考えております。統合ありきでは

ございませんが、統合であいた施設があれば、先ほどの小学校の統合先及び防災面での

移転先等、選択肢もふえてくると思っております。今後の町有施設の細く長く、そして

有効的な利用をする計画案も今後つくっていただきたいと思っております。 

 繰り返しになりますが、統合に関しまして慎重な準備、そして意見収集を行い、何よ

りも第一に子どもの将来を考えた上で今後の対応をしていただきたいと思います。速や

かな英断を求めて、統合に関する質問を終わらせていただきます。 

 次の大きい２番をよろしくお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 建設経済部長。 

○建設経済部長（鈴木良一君） 

 それでは、御質問２．風水害時の対応についてのうち、２－１、２－２は私、建設経

済部長から、２－３から２－６までは総務部長から答弁させていただきます。 

 まず、御質問２－１、急傾斜地崩壊対策事業や治山事業の工事の進捗状況を教えてほ

しい、また落石、ひび割れ、地すべりなどの予兆が見られるような緊急を要する案件が

出た場合はどうするのか。御質問２－２、本町において土石流の発生予想箇所はあるの

か、あるとしたらその対策はしているのかにつきましては、関連がありますので一括し

て答弁させていただきます。 
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 御質問にあります急傾斜地崩壊対策事業、治山事業及び土石流対策としての砂防事業

は、愛知県が行う事業となっております。 

 まず、急傾斜地崩壊対策事業ですが、本年度においては内海・内田区域、山海・間草

区域、豊浜・初神区域、山海・向山区域、篠島・東山区域、師崎・山ノ神区域の６カ所

で実施する予定です。 

 工事の進捗状況としましては、内海・内田区域は平成25年度より事業に着手し、既に

工事は完了しており、本年度の用地測量と台帳作成を残すのみとなっております。山

海・間草区域は平成26年度より事業に着手し、本年度は昨年度に引き続き、のり枠の補

強工事を行います。豊浜・初神区域は平成27年度より事業に着手し、本年度は老朽化し

た箇所をモルタル被覆によるのり面の補修工事を行います。山海・向山区域は平成29年

度より事業に着手し、本年度は詳細設計を予定しております。篠島・東山区域と師崎・

山ノ神区域は本年度より事業に着手し、本年度は老朽化した施設の詳細点検と対策工法

の検討を行います。 

 次に、治山事業でございますが、本年度においては豊浜・半月区域、豊浜・西ノ平井

区域、豊浜・上之山区域、片名・長谷区域の４カ所を実施する予定です。 

 工事の進捗状況としましては、豊浜・半月区域は平成26年度より事業に着手し、本年

度は昨年度に引き続き、のり面の固定工を行います。豊浜・西ノ平井区域は平成29年度

より事業に着手し、本年度は昨年度に引き続き、斜面ののり枠工及び落石対策を行いま

す。豊浜・上之山区域は単年度事業で、老朽化した箇所をのり枠工による補修を行いま

す。片名・長谷区域は平成28年度より事業に着手し、本年度は昨年度に引き続き、のり

枠工を行います。 

 最後に、砂防事業でございますが、愛知県の指定する南知多町内の人家に被害が及ぶ

おそれのある土石流危険渓流は27カ所で、そのうち４カ所については既に整備済みです。

土石流の対策としましては、危険箇所の下流域に土石流防止のための砂防堰堤を設置す

るなどの対策を行っております。なお現在、豊浜・大岨地区、白山脇地区、河原気地区、

堂庭地区において砂防事業を計画しており、本年度は工事に向けた用地測量、詳細設計、

用地買収を行う予定です。 

 また、緊急を要する案件が出た場合はどうするのかにつきましては、各地区の要望を

受け、愛知県がその危険度を判定し、優先順位をつけ、予算の範囲内で計画、事業実施

しておりますが、議員がおっしゃるような予兆が発生した場合には、現地確認の上、優
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先順位に関係なく対応することとなります。以上でございます。 

（７番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 丁寧な御回答をいただき、ありがとうございます。 

 ６月４日付の中日新聞に、土砂災害の恐怖として裏山崩落警戒をとの記事が掲載され

ておりました。やはり大分県の災害に触れており、直前に雨が降ったわけでもなく事前

に察知するのは、これは困難だと報じておりました。そうした事案に対応できるのは、

長年その土地に住む住民が、あれっ、ふだんと何か違うぞという気づきが重要だという

ことも書いてありました。このように地域住民の声に耳を傾け、そのような事態になっ

たときは最優先で取り組んでいただきたいと思います。 

 また、事前の取り組みとしまして３月議会で、大雨対策として、ため池の貯水池とし

ての利用をお願いしましたが、今回の土木申請箇所調査に同行させていただいた際、各

区の代表の方に、その旨早速お願いしていただいておりました。大変ありがたく思って

おります。今後も文書等で重ねてお願いいただけたらと思っております。 

 次の質問に行ってください。 

○議長（藤井満久君） 

 総務部長。 

○総務部長（中川昌一君） 

 それでは、御質問２－３、南知多町でもこのシステム（タイムライン）を導入してい

ると聞いているが、大災害を想定した場合、「誰が」の中に地域住民を最先端で守って

いただいている自主防災会組織をはじめとした地域の防災組織は入っているのかについ

て答弁させていただきます。 

 本町では、ある程度事前の予測が可能となっている台風について、事前防災行動計画、

いわゆるタイムラインを平成26年10月に作成いたしましたが、現在のタイムラインの活

用につきましては、過去の災害対応を教訓に、台風発生時からの情報収集や関係機関と

の連絡調整など、役場の各部局が行うべき事前の対策、行動について時系列に示してい

るものであり、地域の防災組織の行動までは記載しておりません。今後につきましては

関係機関の御意見をお聞きしながら、よりよいタイムラインとなるよう検討していきた
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いと考えております。以上でございます。 

（７番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 ありがとうございます。 

 26年に作成済みということですが、現在に至るまでの運用実績を教えていただきたい

し、またどのような効果があったかもあわせてお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 防災安全課長。 

○防災安全課長（内田純慈君） 

 御質問のタイムラインの運用実績と効果についてですが、26年に作成以降、台風の接

近のおそれがある場合には、このタイムラインにより、台風情報の職員への周知や、事

前に災害対策本部委員会議を実施して水門閉鎖の協議をするなどの防災行動を実施しま

した。とりわけ昨年の10月23日月曜日の未明に静岡県に上陸した台風21号では、タイム

ラインの運用により、本町への最接近予測時刻の２日前の金曜日に災害対策本部委員会

議を開催し、事前に検討することとなっている学校給食の中止や保育所休園の協議など

を行い、台風通過後の混乱を回避することができました。以上です。 

（７番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 タイムラインの中での「いつ」「何を」「誰が」の項目の中なんですが、その中で、

何時間前から、またどのような項目があり、どのような組織を想定しているのか、大ま

かで結構ですけど教えていただけますか。 

○議長（藤井満久君） 

 防災安全課長。 

○防災安全課長（内田純慈君） 

 タイムラインの設定内容についてですが、本町のタイムラインは、台風接近の４日以

前から役場の各部局が行うべき行動を設定しています。具体的には、例えば防災安全課
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では、台風接近の３日前には非常配備本部担当班長に台風情報の提供を行い、接近２日

前には土のうなどの資機材の点検を行い、前日には消防団長と連絡調整を行い、防災無

線による町民への注意喚起も実施することなどとなっています。 

 そのほか、教育委員会では学校給食の中止を、また厚生部では保育園の休園等を事前

に検討しております。以上です。 

（７番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 ありがとうございます。 

 タイムラインに関する資料をいろいろ調べてみましたが、初動が120時間前からとい

う記述もありますが、こういった小さな狭い地域を限定した場合で考えますと、４日前

から動いているというのは、かなり早々に動いていただくなと思っております。 

 いつからに関しては少し安心いたしましたが、「誰が」「何を」という項目なんです

が、これは誰を入れるかによって項目は当然数は変わってくると思いますが、数の問題

じゃないんですが、被害を最小限に、そして復旧は最速でを目指して検討していただく

中で、「誰が」の中に、警察・消防はもちろんですが、地域の自主防災会、民生委員、

そしてまた企業の方たちまでも共有するようにしていく考えはあるのでしょうか。もち

ろん活動の中身としまして、台風の襲来のときに民生委員の方々に動いてくれというわ

けでなく、災害が落ちついた後の安否確認も含めた、そういった情報を共有してもらう、

事前に助け合う状況を共有するためのシステムと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○議長（藤井満久君） 

 防災安全課長。 

○防災安全課長（内田純慈君） 

 地域の自主防災会、企業などが情報を共有するようにしていく考えはあるかについて

ですが、本町のタイムラインで「誰が」の部分で、役場の組織以外で実際に行動する項

目が示されているのは、現在は消防団のみとなっています。しかしながら記載はされて

いませんが、例えば台風通過後に厚生部局が行うこととなっている住家等の被害状況調

査取りまとめは、実際には区長さんにお願いすることとなっています。 

 このように、タイムラインにより住民の方にとっていただきたい行動も決まっていき
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ますので、今後につきましてはこのシステムが、より効果的なものとなるよう検討して

まいりたいと思います。以上です。 

（７番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 今までは職員だけでやってこられたといいますか、職員だけでできたではなく、大災

害時の、これは毎回毎回シミュレーションとなるような形をとっていただくというよう

な形にしていただきますと、このタイムラインが地震災害でも適用できると思います。

今後、住民の方が安心して暮らせるシステムをみんなでつくっていくべきと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

 次の質問にお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 総務部長。 

○総務部長（中川昌一君） 

 御質問２－４、過去に避難勧告等を出した前例はあるか、また避難勧告等の告知方法

についても、高齢者世帯がふえていることを踏まえて何か工夫があるのかについて答弁

させていただきます。 

 避難勧告等を過去に発令した実績でございますが、近年では平成25年10月に、内海内

福寺区内において、台風等の影響により土砂災害のおそれがあったため、地区内の15世

帯57人の住民に対し避難勧告を発令しております。最大で７人の方が実際に避難所に避

難されておりますが、幸いにして住民の皆様の被害はございませんでした。なお、避難

指示につきましては発令実績はございません。 

 なお、本町におきましては高齢者世帯が増加している現状を踏まえ、避難勧告等の発

令に当たりましては、高齢者をはじめとした要配慮者の避難の実効性を確保することが

重要と考えております。 

 本町といたしましては住民等の皆様の円滑な避難を実現するため、本年３月に「避難

勧告等の判断・伝達マニュアル」を策定し、避難勧告等を発令する際の判断基準を定め

たところでございます。 

 今回策定いたしました「避難勧告等の判断・伝達マニュアル」では、従来の「避難準
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備情報」を「避難準備・高齢者等避難開始」に改め、避難行動に時間を要する高齢者な

どの災害時要配慮者及びその支援者の方に対しては、避難準備の段階から、より安全な

場所への避難の開始を呼びかけることといたしました。 

 避難勧告等の伝達方法につきましても、防災行政無線や広報による直接的な呼びかけ

のほか、防災ラジオ、登録型メールサービス、Ｌアラートを活用したテレビ・インター

ネット等、各種メディアによる情報配信など複数の手段を用いて、同一の情報を広く確

実に伝達することが重要であると考えております。 

 御質問いただきましたように、近年、海水温の上昇に伴う豪雨や強い台風の発生が懸

念されております。このような豪雨の発生や台風の上陸等により、土砂災害や高潮とい

った大きな災害の発生につながるおそれが生じた場合には避難勧告等を発令し、速やか

に住民等の皆様に伝達する必要がございます。大雨や台風等に伴い、水害や土砂災害が

発生するおそれが高まった際には、気象庁等が発表する防災情報を注視し、いわゆる空

振りの事態を恐れず、住民等の皆様の身の安全を第一に考えて、判断基準に基づき避難

勧告等を発令してまいりたいと考えております。以上でございます。 

（７番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 高齢化に伴って、独居高齢者または高齢者のみの世帯がふえているのも現実でござい

ます。テレビの音も聞こえないぐらいの大雨の中で、ましてや停電ともなれば、不安で

どうしようもないと思われます。避難準備を広報するのみではなく、地域御近所の助け

合い、一番基本になると思いますが、このような施策は考えておりますでしょうか。 

○議長（藤井満久君） 

 防災安全課長。 

○防災安全課長（内田純慈君） 

 御質問の地域の御近所の助け合いをお願いする施策についてですが、町では災害時に

１人では安全な場所に避難することができない災害時要援護者として登録された方の名

簿を、地元区長、消防団、民生委員の方などの地域支援者にお渡しして、災害時の連絡

や避難が迅速に行えるよう支援をお願いする制度を実施しています。この制度は、地域

の皆様の協力によって成り立つものですので、ぜひ多くの方に支援者として御協力いた
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だけるようお願いします。以上です。 

（７番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 全くそのとおりだと思います。要援護者、そのような方たちを地域で支援しようとし

た場合に、やはりちょっと個人情報の問題がネックになるときもありますが、地域と一

緒になって支援者のお願い、助けてくれる人をどのようにしてつくっていくかというの

が大きな問題だと思っております。地域と一緒になって、また行政も動いていただきた

いと思います。 

 次の質問をお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 総務部長。 

○総務部長（中川昌一君） 

 それでは、御質問２－５、避難所までの道のりと状況によっては、遠くの避難所より

近くの２階ということも言われるように、避難する場所としては、指定避難所ではなく

近くの公民館でも問題はないのかについて答弁させていただきます。 

 現在、避難所に指定している各施設につきましては、施設管理者との事前調整を図っ

た上で、想定される災害ごとに地域防災計画に掲載し、平時から多くの防災関係機関に

周知しているところでございます。 

 また、避難所の開設に当たりましては、災害の規模や被災状況などを勘案し、あらか

じめ指定しております避難所の中から、施設管理者の協力のもと順次開設いたします。

避難した後に必要となる生活支援を確実に実施する観点からも、まずは、あらかじめ指

定された避難所への避難をお願いしたいと思います。しかしながら、想定外の規模の災

害の発生等により、指定された避難場所へ避難することがかえって危険であると判断さ

れる場合には、近隣のより安全な建物に避難する。さらに、事態がより切迫し、避難行

動をとる余地がない状況となった場合は、その時点にいる建物の中で、少しでも助かる

可能性の高い、より安全な部屋に移動する、そういった行動をとっていただく必要があ

ると考えております。 

 したがいまして、今後、避難勧告等を発令する事態が生じた場合につきましては、避
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難所への避難を呼びかけるだけでなく、避難所への避難が危険な場合は、近くの安全な

場所への避難や屋内のより高い場所への避難についても呼びかけてまいりたいと考えて

おります。以上でございます。 

（７番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 そのような支援策はどんどんやっていただきたいんですが、高齢者の思いとしまして

は、遠くの避難所でひとりぼっちでというのは大変不安だと思います。そのかわりにと

いいますか、自分のなれ親しんだ近所の公民館で顔見知りの方が一緒におっていただけ

るだけで随分安心できると思います。また、その環境づくりが早い避難を促すことがで

きると思いますので、ぜひまた皆さんと一緒に頑張っていきたいと思っております。 

 次の質問をお願いいたします。 

○議長（藤井満久君） 

 総務部長。 

○総務部長（中川昌一君） 

 それでは、御質問２－６、非常時の中での住民への対応を考えたとき、地区の防災組

織への協力要請もふだんからしておくほうが、より住民目線と考えるが、現在の状況で

避難所での対応は万全と思うかについて答弁させていただきます。 

 台風など事前に予測されるものにつきましては、町災害対策本部にて避難所の開設準

備は可能でございますが、大災害を想定した場合、避難所の数もふえ、人手が足りなく

なることは予想されます。危険箇所の把握、避難所の確認等、いわゆる自助、また避難

の呼びかけ、安全な避難誘導や避難所運営など、区並びに地域防災力の協力、いわゆる

共助が必要となりますので、今後は風水害対策につきましても、区並びに地区防災組織

とさらに連携を図り、災害対応に努めていきたいと考えております。以上でございます。 

（７番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 服部議員。 

○７番（服部光男君） 

 先日、テレビを見ておりまして、セミナーの紹介が行われておりました。その後、調
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べてみますと、今月６月６日に東京で防災に関するセミナーが開かれたということで、

これは大分県の日田市、九州北部豪雨災害の真っただ中の市長の講演がありました。そ

の中で、日田市の山合いにある集落の自治会長が行った避難放送が紹介されておりまし

た。自宅裏の川の水位が上がり、危険な状態になったため、自治会長がさらに避難を促

しつつ、その放送の中で、「この放送を最後に私も避難します」と強い言葉を使ったそ

うです。その結果、これを聞いていた多くの住民が危機感を感じ、これはやっぱりふだ

んと違うぞというようなことで、多くの危機感を感じ、迅速な避難につながったそうで

す。災害に対抗するのは、最後は地域の住民の自助・共助だと思います。 

 職員の方が、地域の方を巻き込むのは申しわけない、自分たちだけで何とかできるん

だぞということをお考えかもしれませんが、申しわけないという、そんな思いで計画を

練っているかもしれませんが、その計画の中で、万が一職員の配置ができない、できた

としても１人の人で、なれない人で交代もできず、結果として地域の人に不便を、不安

を与えるかもしれません。以前から言っておりますが、公助というのは災害が起きたと

きは無力です。ですが、前もって準備して地域の人にお願いしておく、その対応がＢＣ

Ｐであり、事前にできる公助だと思っております。困ったときはお互いに頼り合うこと

ができる地域をつくっていくべきと理解しております。そういった思いを託してこの質

問を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○議長（藤井満久君） 

 以上で、服部光男議員の一般質問を終了いたします。 

 ここで暫時休憩いたします。休憩は２時30分までといたします。 

 〔 休憩 １４時１３分 〕 

 〔 再開 １４時３０分 〕 

○議長（藤井満久君） 

 休憩を解きまして本会議を再開いたします。 

 次に、５番、内田保議員。 

○５番（内田 保君） 

 最後の最後になりました。当局の皆さんも、議員の皆さんも、傍聴者の皆さんも、最

後までおつき合いよろしくお願いいたします。 

 それでは、一般質問をさせていただきます。 

 最初に、太陽光発電設備の設置に対して指導要綱・条例の設置についてです。 
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 事業用の太陽光発電設備の設置に対して、災害防止及び自然破壊、生活環境保全から、

必要な町の指導要綱・条例制定を求めます。 

 日本共産党は、原発に頼らず、太陽光・風力・地熱・小水力など自然再生エネルギー

の利用には基本的には賛成です。しかし、この自然再生エネルギーをめぐって現在、今

問題になっているのは安心・安全な導入の仕方、そして、及び住民の皆さんへの説明と

合意、これがなされているかが最大の焦点となっております。 

 太陽光発電設備の設置が、この間急増しております。内海の樫の木交差点の付近の田

んぼには、既に大がかりなパネルが設置され、近くの山でも木々が切られ、隣の畑を持

っている方に何の説明もないまま工事が進められております。もう既にかなり盛り土が

されております。内海以外の地域でも山を削り、宅地周辺などで住宅のすぐ横にも展開

してきております。地域住民の方からも心配の声が上がっています。 

 太陽光パネルからの照り返し公害、農地転用により田んぼの保水力低下に大雨の被害、

陸域からの表土の流出による環境破壊、景観破壊などが懸念されます。地域住民の不安

と心配に対応するために先進地の経験を学び、早急に南知多町の指導基準（ガイドライ

ン）、強制力のある条例制定などが求められていると考えます。 

 次の内容について質問します。 

 ①本町として太陽光パネルの設置で、町内のどこに、どのような業者や個人が、どの

ような大きさと発電量等を持つ施設があるのかを全て把握しているか。 

 ②本町として環境問題、景観、近隣住民との関係、樹木を切り倒して山を削っての設

置、パネルの廃棄責任を含めて、現在の設置の問題点をどのように考えているか。 

 ③太陽光パネル事業を計画している事業者等に対して、南知多町としても岐阜県可児

市や長野県上田市のように、少なくとも近隣の住民には説明することなどを求めたＦＩ

Ｔ法（電気事業者による再生エネルギー電気の調達に関する特別措置法）に基づく国の

太陽光発電の事業計画策定のガイドラインを周知することが必要ではないか。 

 ④愛知県の土地開発行為に関する指導基準の中に太陽光発電施設用地の造成に関する

基準も開発を行う業者・個人に周知すべきと考えるが、これもどうか。 

 ⑤東浦町では、太陽光パネルの設置をめぐって住民とのトラブルが起き、東浦町太陽

光発電設備の設置に関する指導要綱（平成29年10月５日）が制定されました。南知多町

も適正な実施を誘導することにより、設置場所及びその周辺地域における災害防止とと

もに、良好な自然環境及び生活環境保全に努め、持続可能な地域社会の形成のために、
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東浦町等の指導要綱を参考にして、適正な条例やガイドライン、指導要綱などを作成す

べきではないか。 

 ２．風力発電計画に対し、ガイドライン、そして条例の制定を求めます。 

 美浜町では住民へ説明もなく、25から26メートル程度の、羽根の直径が14から16メー

トルに近い小型風力発電設備が現在２基、基礎工事が進められ、近隣住民から建設反対

の申し入れが町・業者に出され問題となっています。南知多町でも同じ会社を含む複数

の企業による小型風力発電計画が、大井・片名地区を中心に計画されております。現在

21件が経済産業省のホームページ等にも載っております。 

 小型といいながら具体的に心配、想定されている被害として、羽が空気を切る音、モ

ーターのギア音の騒音に加えて人間の耳には聞こえない低周波音です。心配される被害

は音のうるささとは様相が違い、不安感・いらいら・目まい・吐き気・耳鳴り・頭痛や

不眠など、夜間、静かになると余計に悪影響を受ける特徴があり、強風時には雷のよう

な衝撃音を体感しているところもあるそうです。 

 次の質問をします。 

 ①南知多町でも風力発電装置の設置にかかわるガイドラインを作成中であると聞きま

した。今後、美浜町のようにならないためにも、町は今作成しているそのガイドライン

をどのように周知し、具体的な規制を事業者等に要請・実施・検証していくつもりか。 

 ３．空港沖の埋め立て計画についてです。 

 本町の漁業を守るために、中部空港沖の埋め立て計画に対して、南知多町として反対

の声を届けてください。 

 国は、名古屋港の底にたまった土砂を掘り下げて航路を確保するため、しゅんせつ作

業で発生した土砂を中部国際空港の隣接海域に投入する計画を進めています。その後、

国や県は埋立地を中部国際空港の２本目滑走路に利用することを狙っています。現在、

2005年開港時の需要人数さえなく、国の政策審議会に示された1,380万人の需要予測さ

え下回っており、第２滑走路の必要性も採算性もありません。 

 次の質問をします。 

 ①中部空港沖を埋め立てることは、漁業に多大な影響を及ぼすものである。本町とし

て漁業を守るために、現在のアセス計画の配慮書、方法書の段階で反対の意見を表明す

べきではないか。 

 ②今後、埋め立て準備がさらに進み、準備書、評価書が進みます。アセス準備に対し
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ても、南知多町として意見表明をする準備はあるか。 

 ４．ファミリーサポートセンターの早期設置についてです。 

 若い人が住みやすい南知多町にするための施策として、保育所までの送迎や、保護者

等の病気や急用の場合の子ども預かりなどの施設の子ども・子育て支援のためのファミ

リーサポートセンター計画があります。子育てと仕事が両立できる環境づくりのために、

南知多町でも早急に設置すべきと考えます。 

 質問します。 

 ①南知多町の子ども・子育て支援事業計画（平成27年～平成31年）、平成29年に見直

しがされたようですが、それには、ファミリーサポートセンター事業は平成27年度から

開始する計画となっております。しかし、30年度になってもいまだ設置されていません。

具体的な方向性を示すべきと考えるが、どうでしょうか。 

 追加質問については自席で行わせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 それでは、御質問１－１、本町として太陽光パネルの設置で、町内のどこに、どのよ

うな業者や個人が、どのような大きさと発電量等を持つ施設があるのか全て把握してい

るかについて答弁させていただきます。 

 再生可能エネルギーの導入を拡大するための固定価格買取制度が、平成24年７月に電

気事業者による再生可能エネルギーの調達に関する特別措置法、いわゆるＦＩＴ法のこ

とですが、この法律に基づいて創設されて以来、我が国の再生可能エネルギーの導入は

着実に進んでおり、中でも太陽光発電を中心に導入が拡大しております。一方で、新規

参入した再生可能エネルギー発電事業者の中には専門的な知識が不足したまま事業を開

始する者もあり、安全性の確保や発電能力の維持のための十分な対策がとられていない、

防災・環境上の懸念等をめぐり地域住民との関係が悪化する等、種々の問題が顕在化も

しておりました。 

 そこで、適切な事業実施の確保を図るため、平成28年６月にＦＩＴ法を改正し、再生

可能エネルギー発電事業計画を認定する新たな認定制度が創設されました。新たな認定

制度では、事業計画が再生可能エネルギー電気の利用の促進に資するものであり、円

滑・確実に事業が実施されると見込まれ、安定的かつ効率的な発電が可能であると見込
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まれる場合に経済産業大臣が認定を行うものでございます。したがいまして、事業計画

書は事業者から経済産業省に直接提出され、市町村を経由していきませんので、太陽光

発電施設について全てを把握はしておりません。 

 ＦＩＴ法の改正により認定制度になったことから、資源エネルギー庁のホームページ

において平成30年３月31日現在で認定されている事業計画につきましては、発電出力20

キロワット以上のもの101件を確認しております。以上です。 

（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 今の発言は、ちょっと残念だというふうに思いますね。やはり結局、全国の市町村が、

いわゆるこのような国の３・11以後、急速な自然エネルギーの導入によって規制緩和が

急激にされたために、全く住民のことを無視した導入が一定程度されてきていると。そ

れが地方自治体においてさえ、実際に具体的に、どこにどのような業者が、どれぐらい

の規模の発電設備があるのかということを南知多町ですらつかんでいない。これは本当

にゆゆしき問題だというふうに私は思います。なので、実際私がこれはホームページで

落としましたところ、今のやつと多分同じだと思いますけど107件、これは実際の事業

者と、それから場所が書かれているやつがあります。少なくとも経済産業省のホームペ

ージの中には、例えばダイコクさんがオオイシさんで、山海の字12のところにつくって

いますよと、こういうのはちゃんとあるわけですよ。だから、この内容についてしっか

りつかんで地図落としをする必要があると思いますが、いかがですか。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 先ほども申し上げたんですが、この事業認定自体が法的に市町村を経由してというこ

とではないもんですから、今回こういったことが美浜町の風力発電などの問題が起きて

きたことで、今回、残念ながら南知多町も初めてこのような状況を知ったということで

ございます。 

（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 
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 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 なので、南知多町としても、確かに今回そういうふうな状況は知ったということで、

やはりこれから、少なくとも経済産業省に出されているホームページの中で、これはも

うはっきりしているわけですから、だから、ここの地区にこのような会社の太陽光発電

があるなということの地図落としをすべきではないですかということを私はお聞きして

いるんですけれども、それについてはいかがですか。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 現実で百数件を地図上に落とすということになりますと、現地も確認してということ

にはなろうかと思いますが、役場の中でどのように対応していくかというのは、これか

ら検討させていただきたいなというふうに考えております。 

（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 ありがとうございます。 

 それが私が次にする質問なんですが、現在、事業者の課税対象施設がちゃんとつかま

れているかどうかと。かなり大規模な業者が、やってみえる方が見えると思うんですけ

ど、じゃあ、この太陽光発電で南知多町に税収がどれだけあるんでしょうか、お聞かせ

願いたいと思います。 

○議長（藤井満久君） 

 税務課長。 

○税務課長（神谷和伸君） 

 税収まではちょっと手元にありませんが、電気事業者による再生可能エネルギー電気

の調達に関する特別措置法に規定する再生可能エネルギー発電施設についての平成30年

度課税分につきましての固定資産税の課税標準の特例を受ける事業者が、個人が８人、

法人が７法人、計15事業者というのは把握しておりますが、額まではちょっと把握して

おりません。以上であります。 
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（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 個人で８、法人で７と、それ以上ありますよね。脱税になっているんでしょうか、固

定資産税の。よくわかりませんけどやはり適正な、施設をしっかりと把握して南知多町

としても税金逃れにならないような、そのような対策はぜひとも進めていただきたいと、

このように思っております。とりわけ今回のこのような太陽光発電をめぐるこういうも

のの部署というのはどこなんでしょうか、お教えください。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 再生可能エネルギーということに関しては、厚生部環境課ということになりますが、

開発的な色合いもあるもんですから、さまざまな課が関係してくるということで、これ

からそれも含めて、どこが主に対応していくかということも含めて役場の中で検討して

いくということでございます。 

（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 ありがとうございます。 

 先日も環境課の皆さんともちょっとお話しさせていただいたときに、これは一体どこ

が責任を持つんだろうなと、こんなような話が少しありまして、やはり今の現状、確か

にいろいろ忙しい現状がきっとあると思いますけれど、しかし、やっぱりこの問題に対

しても何らかの形でこの部署が対応すると、そういう場所をしっかりつくっていただき

たい、このように思いますので、よろしくお願いいたします。 

 じゃあ次、お願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 
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 続きまして、御質問１－２、本町として環境問題、景観、近隣住民との関係、樹木を

切り倒して山を削っての設置、パネルの廃棄責任を含めて、現在の設置の問題点をどの

ように考えているかについて答弁させていただきます。 

 太陽光発電に関しては、経済産業省資源エネルギー庁が策定した太陽光発電の事業計

画策定ガイドラインがあり、この中で、土地及び周辺環境の調査、地域との関係構築、

土地開発の設計・施工、周辺環境への配慮、保守点検・維持管理の体制の構築、計画的

な撤去及び処分費用の確保などについて明記されております。しかしながら、このよう

なガイドラインの内容が徹底されていないことが問題であるというふうに考えておりま

す。以上です。 

（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 現在、やはり町として、どこの場所にどう設置しているものが、どんな問題があるの

かということをやはりつかまえていただきたいと思うんです。私この間、内海・山海、

それから南知多全体を車を使いながら太陽光があるところについてかなり調査をしてい

ます。例えば、山海の山側にあるところは柵はありません。これは違法です。いわゆる

今後のガイドラインの筆頭からすると、柵はつくらなきゃいけないとなっているんです

ね。でも、それがつくられていない。 

 そして、かなり最近につくられた太陽光発電についてはパネル、表示ですね。どこの

誰それがどういう理由でつくって、何キロワットで発電すると。もし万が一何かがあっ

た場合には、どこに連絡をするという大きなパネルを、約25センチから35センチ、たし

かガイドラインには、その大きさで張りつけるんだと、このようなことが書かれている

と思いますが、それが、このパネルの責任団体、責任個人が明確になっていない施設が

かなりたくさんあります。そういう問題も含めて、やはりきっちりとこれはチェックし

ていく必要があるんじゃないかと思いますので、ぜひともこの問題、個別具体的に個々

の太陽光発電についてはこんな問題があると、柵はつくっていないじゃないかと、ここ

はきちっとした標識がされていないぞと、これは電気事業者の立場からいっても、これ

はちょっと何か線がはみ出ていて危ないんじゃないかとか、そういうような問題も、大

変かとは思うんですけど、一度やっぱりその業者を個別につかまえると同時に、その問
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題点もつかまえていってほしいと、このように思います。 

 次、お願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 続きまして、御質問１－３、太陽光パネル事業を計画している事業者に対して、南知

多町として、少なくとも近隣の住民には説明すること等を求めたＦＩＴ法に基づく国の

太陽光発電の事業計画策定のガイドラインを周知することが必要ではないかについて答

弁させていただきます。 

 本町としましても経済産業省資源エネルギー庁の太陽光発電の事業計画策定ガイドラ

インを周知することは必要であると考えますので、町公式ホームページ等によりお知ら

せしていきたいと考えております。なお、６月６日付、町ホームページの新着情報によ

り、資源エネルギー庁のホームページの太陽光発電事業計画策定ガイドラインへリンク

を張り、確認ができるようにしたところでございます。 

 また、事業者から本町に相談があった場合には、このガイドラインを遵守するように

求めていきたいと考えております。 

（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 ありがとうございます。早速ホームページに接続していただきまして、それだけでも

業者に対しての少しの規制になるというように思っています。とりわけこのＦＩＴ法は

22年度に改正されまして、何が一番これは義務づけられているかというと、努力規定な

んですけれど、このガイドラインの中には、これは経済産業省の中部経済支局に確認し

ましたところ、ガイドラインの中でも法的に義務づけられているものがあるんですよと

いうことをお聞きしました。それは、次の４つです。 

 まず１つはフェンス、フェンスは必ずつける。だから、最初につくられた太陽光発電

についてはフェンスがないまま、そのままになっているところがかなりあると思います。

だから、この業者さんに対してちゃんと、やっぱり子どもたちがひょっとして入るかも

しれないんだから、ちゃんとフェンスはつくってくださいね、こういうような、やはり
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働きかけは必要かというふうに思います。 

 ２つ目。保守点検でございます。 

 ４年に１度、ガイドラインの中では５年に１回だとかということも書いてありますが、

４年に１度程度の保守点検は必ずやってくださいよと。そのままつくったそのままで、

何ら保守点検もやらないまま部品もかえないという、こういう業者も見えるようです。 

 それから３つ目が標識の掲示ですね。先ほど何度も言いました。具体的に、この持ち

主は誰々ですと。何かあったらここに連絡してくださいねと、これは当たり前のことだ

と思うんですけれど、それがやられていないところはかなりいっぱいあります。それも

しっかりとやっていただきたいと思います。 

 それから、これは国でも一応ガイドラインの中で、住民に対してのしっかりとした説

明、当事者の、この説明もやってくださいよと、こう言っているわけですよね。でも、

やはりそれがなかなか周知されないというか、こちら側の姿勢もないために、具体的な

訴えがないことからルーズになってきていると、このようなことだと思います。なので、

ぜひともこのＦＩＴ法、大いにこれは業者に対しては使うということで、今まだ南知多

町にはガイドラインがございませんので、国のＦＩＴ法で、国さえこういうことを言っ

ているんですよということをぜひとも伝えていただきたい、このように思います。 

 次、お願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 続きまして、御質問１－４、愛知県の土地開発行為に関する指導基準の中の太陽光発

電施設用地の造成に関する基準も、開発を行う業者・個人に周知すべきと考えるがどう

かについて答弁させていただきます。 

 愛知県土地開発行為に関する指導要綱及び指導基準につきましても周知することは必

要であると考えますので、町公式ホームページ等によりお知らせしていきたいと考えて

おります。こちらにつきましても、町ホームページの新着情報より愛知県のホームペー

ジヘリンクを張り、確認ができるようにいたしました。 

 また、事業者から本町に相談があった場合には、この指導要綱及び指導基準を遵守す

るよう求めていきたいと考えております。以上です。 

（５番議員挙手） 
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○議長（藤井満久君） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 愛知県の指導要綱の愛知県土地開発行為に関する指導基準の２の太陽光発電のところ

をちょっと読んでみますと、その他のところにこう書いてあります。１．所在市町村の

意向を十分尊重したものであることと、これは県が出している文書ですよ。そして２．

地域住民の理解と協力が得られるよう、事業計画の周知、そのほか必要な措置が講ぜら

れるものであること。特に、測量に当たっては十分な精度と正確さをもって行い、その

成果の活用が図られるものであること。そして、法令に基づく許認可の申請、許認可が

あった後は速やかに事業を着手するもの。こういうことがこの愛知県の、これも最近な

んですよ、昨年か一昨年につくられたばっかりなんですけど、やはりこういう内容も一

つの業者に対してのガイドラインとして有効な手だったと思います。知らせるだけでも

違いますので、南知多町としてはまだガイドラインをつくっていないけど、県の要綱や、

それから国のＦＩＴ法に基づいた施策でちゃんと基準を守ってくださいねということを、

ぜひこれはやっぱり言っていただきたいと思います。 

 そのためには、事業申請があらかじめないといかんですよね。そのためにも、やっぱ

りこのガイドラインは南知多町としてつくって、南知多町にちゃんと周知をさせると、

こういうふうな仕組みをつくっていくことが必要だと思います。 

 次、お願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 続きまして、御質問１－５、東浦町等の指導要綱を参考にして、適正な条例（指導要

綱）を作成すべきではないかについて答弁させていただきます。 

 本町では、平成28年度に太陽光発電反射光の苦情が１件ございました。今後、まずは

資源エネルギー庁の事業計画策定ガイドライン（太陽光発電）と愛知県土地開発行為に

関する指導要綱及び指導基準の周知に努め、要綱等の作成につきましては国・県及び近

隣市町の動向を注視し、検討していきたいと考えております。以上です。 

（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 
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 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 ありがとうございます。 

 私、資料として東浦町の太陽光発電の指導要綱をつけておりますが、これについては、

まさに私が先ほど言ったように、事業者は東浦町に対して、もし事業をやるときには、

とにかく努力義務だけれども申告をすると、このような形になっております。このよう

な形が、まずは一つはベースになるんじゃないかと思うんですが、この東浦町の条例に

ついてはどのようにお考えですか。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 先ほども申し上げたんですが、東浦町も含めて、うちですと、すぐ隣が美浜町、今回

の風力発電も含めて連携をとって、これももし検討して、もしそのようなガイドライン

を作成していくという方向と仮になった場合は連携して、そこでは内容が甘いとか、そ

こへ行くと楽にできるようなものじゃなくて、同じような内容で東浦町のこの中身も含

めて検討して、これからガイドラインの策定も含めて検討していきたいというふうに考

えております。 

（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 ありがとうございます。 

 先日、美浜町の議会を私傍聴しまして、服部さんや片山さんもいらっしゃいましたけ

ど、そこでやはり町長は、この太陽光発電の問題についてもやはり問題があるから、ガ

イドラインの設定、設置のほうを検討していきたいと、このような前向きな回答をして

おりましたので、ぜひともこの美浜町、南知多町力を合わせて、同じように、やはり風

力だけじゃなくてこの太陽光発電についてもガイドライン、そして条例と、このような

形でまた検討、審議をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 じゃあ次、お願いします。 

○議長（藤井満久君） 
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 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 続きまして、御質問２－１、南知多町でも風力発電装置の設置にかかわる指導要綱

（ガイドライン）を作成中であると聞いたが、そのガイドラインをどのように周知し、

具体的な規制を事業者等に要請・実施・検証していくつもりかについて答弁させていた

だきます。 

 今回、本町が作成するガイドラインにつきましては、町公式ホームページや町広報な

どにより公表していく予定をしております。なお、事業計画が認定された事業者には経

済産業省資源エネルギー庁のホームページにおいて確認し、ガイドラインの送付を行う

とともに、ガイドラインの遵守を求めていきたいと考えております。 

 また、町内に風力発電施設の設置予定のある事業者４社には、５月17日付でガイドラ

イン策定予定について、お知らせ文書を送付しております。以上です。 

（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 ありがとうございます。 

 もう既に５月17日付で、前回の全員協議会の中でもお示しされましたけれど、いち早

く美浜町のようにならないように業者に対して文書を送ったと、そういう点では非常に

敬意を表するものです。ただ、業者もさる者でございますので、あの経済産業省のホー

ムページに載ったということは、土地の取得はほぼもう終わっている、もしくは土地が

必ず確保されているというふうな、あの状態でホームページに載るんだそうでございま

す。これは経済産業省の中部支局に確認しました。なので、前回の全員協議会の場で出

されたあの７件の今の案件については、いつ何どき南知多町で導入されてもおかしくな

いときなんです。もう既に、あれは土地の購入もほぼ終わっているんだそうでございま

す。なので、やはりしっかりともう一度業者に対して、我々はガイドラインをちゃんと

つくったからちゃんと届け出をしなさいと、それをやらせる必要が本当にあると思いま

す。そういう点では、このガイドラインを有効に使っていただきたいと、このように思

います。そういう点では、もう一度業者に対して、このガイドラインができたときにこ

の発出をするという、そういうお考えはありますか。 
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○議長（藤井満久君） 

 環境課長。 

○環境課長（宮地廣二君） 

 ただいまの内田議員の業者へもう一度という話でございますが、私のほうも今、小型

風力発電のほうのガイドラインを作成中でございます。今、そういったことの中身のま

た精査等も行っております。これができた暁には再度、この間７件、業者としましては

４社ありました。そういったところへ再度、こういったガイドラインができたというこ

とで、そのものをまた送ろうというふうに考えております。よろしくお願いします。 

（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 ありがとうございます。 

 今のあの美浜の状況を見ますと、もう業者は本当にあれは建て売りですから、自分は

売っちゃったらもう後は知らないよと、本当にそんなような業者です。なので、私たち

の町は、結局、建て売り風力発電業者に侵されると、こういうような状況でございます。

もちろん自然再生エネルギーをきちっとした形で導入することは私は大賛成なんですが、

全く住民説明もなく突然やられると、そのようなことはあってはならないと思います。

とりわけ、ちょっとさっきの話に戻りますけど、太陽光のちょうど樫の木の、今山側で

つくっている、ちょうど下側にいるおばあさんがいたんですけど、あのおばあさんは何

をつくっておるかということをいつ聞いたかというと、中部電力が電線を引くときに、

これは何をやるんですかと言ったらば、ここで太陽光発電をするから、おばあさんはこ

こで太陽光発電があるんだよということを聞いたと、業者からは何ら一切説明がないと。

とんでもないことでございます。 

 やはりこれは風力の問題もそうです。きっちりと、やはり普通、家をつくるときは隣

地の確認があります。隣の人に、今後家をつくるからお願いしますねということは当然

あるわけで、そういう当たり前のことは、やっぱりきっちりとこの風力発電においても

やられるようなことでお願いしたいと思います。 

 １点、風力発電に注文があります。 

 この前、環境課の方にもお願いしたんですが、もっと青森県の横浜町や五所川原では
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かなり厳しいガイドラインになっております。要するに、このガイドラインを、私たち

がつくったガイドラインを守らない場合には、ホームページに公表して、今後の事業に

ついてはこのまちではやらせませんよと、このような内容のガイドラインが、ガイドラ

インであってもされているわけです。そういうようなガイドラインに、今回、全員協議

会の中で示されたガイドラインの案には、一番最後はそこまでなっていないんですよね。

美浜町もそこら辺の部分は今、パブリックコメントをやっていますので、どうなるかち

ょっとわかりませんけれど、ガイドラインといっても強いガイドラインをつくる意思は

ないのかと、そこについてお願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 ただいまの御質問でございますが、ガイドラインを遵守していない、沿っていないと

いうことで、即それが違法になるということではないと思います。現行法上、違法でな

い業者が正当な経済活動といいますか、営業でそういったことの事業をやるということ

で、違法でない業者を公表していくということは、事業者側から見れば企業イメージが

傷つけられたというようなことにもなりますんで、名誉毀損だとか営業妨害というよう

なことにもなりかねないというところもございますので、今のところガイドラインを遵

守していない業者を公表していくと、その内容を盛り込むということは考えておりませ

んが、それにつきましても美浜町も含めた近隣市町の動向を踏まえて調査・研究してい

きたいなというふうに考えております。以上です。 

（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 ちなみに紹介だけしておきます。 

 青森県の横浜町のガイドラインの文面は、本ガイドラインを遵守しない事業者等につ

いては、事業者名、事業概要を公表するとともに、今後横浜町での再生可能エネルギー

事業の全ての取り扱いの中止を求めることとすると、これはガイドラインでこんなに書

いてあります。それから五所川原のホームページの中身も見てください。本ガイドライ

ンを遵守しない事業者については、五所川原ホームページにて事業者名、事業概要を公
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表するものとすると。横浜町のほうがかなりきついですけれど、一度やはり考えていた

だきたいと、このように思います。 

 次、お願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 企画部長。 

○企画部長（田中嘉久君） 

 それでは、御質問の３－１になります。中部空港沖を埋め立てることは漁業に多大な

影響を及ぼすものである。本町として漁業を守るためには、現在のアセス計画の配慮書、

方法書段階で反対の意見を表明すべきではないかとの御質問に答弁をさせていただきま

す。 

 中部国際空港沖公有水面埋立事業の事業者であります国土交通省中部地方整備局は、

環境影響評価法に基づく環境影響評価の段階的な過程における配慮書、方法書の作成段

階で公告縦覧期間を設けまして、愛知県や環境影響を受ける範囲と想定された市町へ意

見照会を行った経緯がございます。平成29年に方法書手続の中で意見を求められた市町

は、常滑市、知多市及び美浜町の２市１町であります。現在、配慮書、方法書手続の段

階を過ぎておりまして、これまでの段階で、南知多町としての意見書を提出する機会は

ございませんでした。以上です。 

（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 確かに今、言われたとおりです。３つの市町村しか愛知県知事は要請しなかったわけ

ですが、しかし、失礼なことではございます。愛知県の中で一番魚をたくさんとってい

て水産業に貢献しているのは南知多町でございます。あそこの中部国際空港は、やはり

できて、そしてたくさんの被害というか、あそこはアマモができる場所を潰して、そし

て空港をつくったわけでございますけれど、今後も漁業を中心になって担う場所は、こ

の南知多町なのにかかわらず、それに対して意見を求めないこと自体が、それは失礼な

んですが、しかし、この意見表明については別に終わっても、国土交通省中部地方整備

局港湾空港部の方にお聞きしますと、これは幾らでもまだ受け付けますよと。だからそ

れぞれの立場を、いわゆる意見募集の段階というのは１カ月ぐらいで終わっちゃってい
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るわけですけど、昨年の。だけど、今でも意見があれば受け付けますと言っているので、

南知多町として、埋め立てによって土を埋め立てることは巨大な漁業に対しての影響を

及ぼすおそれがあるということを、やっぱりしっかりとした立場を表明すべきじゃない

かというふうに思うんです。 

 とりわけ今、ここに国土交通省中部地方整備局が出している文書がありますけど、こ

こにありますように、例えばイシガレイでも生息域の消失があることから、未成魚・成

魚の生息域が移動する可能性が考えられると、この今の埋め立ての方法書、配慮書の中

で出されておる文書ですよ。それを見てみると、もう既にそういう懸念があるわけです、

ここに。それでアマモなんかでも、ただし、流れの変化予測により間接的な影響の可能

性が考えられる。それから、このスズキでも、スズキの生息環境に対する影響の可能性

が考えられると。だから、あそこを土を捨てて埋めることによって、魚やマイワシ、こ

こではマイワシ、イシガレイ、スズキ、アマモ、アサリ、アサリなんかは流れの変化予

測に伴い、底質性状が変化し、分布域が悪化する可能性が考えられますと。ただでさえ

今、もう既にアサリがとれません。 

 先日、私、漁業者の方と、かなり多くの方と話をさせていただいています。漁業者の

方の一致した意見は、あんな土捨て場にするのはもってのほか、反対だ。土木業者の方

も言われます。あんな土捨て場にするようなことは我々は反対なんだと。それは、農民

が自分の田んぼに土を埋められて田んぼができなくするのと一緒だと。まさに至言であ

ります。 

 そういう立場から漁民の方は、今は昔ほど新空港ができるときほど敏感ではありませ

んけれど、しかし、やはり漁業者の立場から海を汚くさせられると、土を捨てられると、

そんなことに賛成する漁業者なんか一人もいないわけですよ。南知多町は第１次の、先

ほど言われましたような基幹産業ですよ、漁業は。それに対してやはり、あんなところ

を土捨て場にするんじゃないと、どうして言えないんでしょうか。ぜひともそれは南知

多町で表明していただきたいと思うんですが、いかがですか。 

○議長（藤井満久君） 

 企画部長。 

○企画部長（田中嘉久君） 

 ただいま内田議員のほうから漁業への影響は避けられないだろうと、このような見通

しをおっしゃられました。南知多町といたしましても、この愛知県で最も漁業が盛んな
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地域でございます。南知多町の基幹産業というふうな認識もしております。それに対す

る漁業へのこの埋め立てが影響がないということはまず考えられないだろうというふう

な、そういった認識でおります。その点については一致した認識かなというふうに思っ

ております。 

 今後の南知多町のほうの姿勢といたしましては、これは次の御質問のほうの、今後の

意見表明の準備はあるかという、こういったようなことに関連すると思われますので、

こちらのほうの質問の回答をあわせて申し上げてよろしいでしょうか。 

○５番（内田 保君） 

 はい、よろしくお願いします。 

○企画部長（田中嘉久君） 

 ということで、御質問の３－２のほう、今後の埋め立て準備の準備書、評価書のアセ

ス準備に対しても南知多町としての意見表明をする準備はあるかについて答弁をさせて

いただきます。 

 現在、この環境影響評価の手続は、配慮書、方法書の手続段階を過ぎまして、調査・

予測・評価の実施及び環境保全措置の検討が進められております。今後、準備書手続の

段階に入りますと、改めて愛知県知事の意見を求める中で関係市町への意見照会がある

と見られます。 

 また、環境への影響を調査する、評価するこの環境影響評価とは別に、中部地方整備

局におきましては、中部国際空港沖を埋め立てた際の漁業への影響を調査・検討中であ

りまして、この調査結果も注視していく必要があるというふうに考えております。これ

までの段階で南知多町としての意見書を提出することはできませんでしたけれども、漁

業を守る立場での本町のこの意見につきましては、これは漁協等とも十分調整を図りな

がら、国や県に、これは強く訴えていかなければならないというふうに考えております。

以上です。よろしくお願いします。 

（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 ありがとうございます。 

 今おっしゃられた漁業影響評価の調査は2014年から2016年の３年間で、既に伊勢湾漁
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業影響調査委員会を設置して、伊勢湾内の漁業についてどういうふうな、いわゆるカレ

イはこういう影響がある、そして、イワシはこういう影響があるということをかなり個

別にやっているんですね。この内容は準備書に出てくるんです、今度の。準備書に配慮

をされながら、いわゆるその準備書が出た段階でほとんど埋め立てにはまっていってし

まうわけですが、準備書、評価書がやれて、それから公有水面の埋め立てになっていく

わけですけど、やはり早い段階で、今言われたように、南知多町としての態度を表明し

ていくことは本当に求められていると思います。 

 紹介します。 

 国土交通省の港湾空港部のホームページがありまして、この空港埋め立ての問題につ

いて、さまざまな県民の皆さんからの御意見を伺っております。これが事業計画に対す

る意見という形で、このページでホームページを出すことができます。例えば紹介しま

すと、埋め立て予定地の３キロ沖、３キロ南の野間漁協の組合員です。ノリ養殖を営ん

でいます。空港の工事中、完成後において重大な影響が出ている。ノリ、アサリについ

ては想像以上に悪い状態にありました。それを、さらにしゅんせつ土砂をその周辺に埋

め立てることは容認できません。それから、名古屋港でしゅんせつした土砂は名古屋港

の中で始末してもらいたい。伊勢湾にどうして捨てるんだと、こういう意見。そして、

しゅんせつ土砂はどうして海に戻すのか、山に返したらいいじゃないか、こういう意見

もあります。それからポートアイランドで今山積みしてあるわけでございますが、仮設

の説明があったけれど、セントレア沖に計画するという説明では話にならないと。陸の

処分場をもっと工夫すべきだと、こういう御意見です。ノリ養殖が続けられるのかと率

直に書き込んでおるわけですね。それで、やはりさまざまな漁業者の本当に生の声だと

か、それから専門家の大学の方の意見だとかというような形で載っております。 

 やはり懸念されているのは、それぞれ環境影響評価がきちっとした、１つは空港をつ

くるからみたいな、まだしっかりとした計画がないのに、空港をつくるという計画もな

いのに、それをあたかも空港ができるかのような宣伝がされているという、これは問題

です。まさに漁業者は、海を汚すことは許されないと。今現在進められていることは、

国土交通省が名古屋港湾内にできたしゅんせつ土砂をどこに捨てるかという問題なんで

すね。空港の問題じゃないんですよ。だから、やはり南知多町として、そんな海を汚し

て魚が減るようなことはまかりならんと、このような姿勢でぜひとも強い姿勢で臨んで

いただきたいと思います。 
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 次、お願いします。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 御質問４－１、南知多町の子ども・子育て支援事業計画（平成27年度～平成31年度）

には、ファミリーサポートセンター事業は27年度から開始する計画となっている。しか

し、30年度になってもいまだ設置されていない。具体的な方向性を示すべきと考えるが、

どうかにつきまして答弁させていただきます。 

 ファミリーサポートセンター事業につきましては、小学６年生までの子どもを持つ家

庭を対象に、育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となって、一時的・臨時

的に有償で子どもを自宅で預かる相互援助活動組織であります。現在の計画は需要の動

向を見ながら事業委託等を検討していくこととし、１カ所を設置した場合の利用見込み

量を計上したものでございます。なお、地域子ども・子育て支援事業としまして、保育

が一時的に困難となった子どもを預かる一時保育事業につきましては、平成29年度実績

で、２保育所で37人、延べ213日の利用がありました。また、小学生を対象に行ってい

る放課後児童健全育成事業の放課後児童クラブの充実にも努めておりまして、平成22年

６月から内海で、平成28年９月から豊浜で行っており、６月１日現在、35人の利用がご

ざいます。 

 ファミリーサポートセンター事業につきましては、本年度、子ども・子育て支援事業

計画アンケート調査を、就学前児童を持つ保護者や小学生を持つ保護者を対象に行いま

すので、詳細な調査項目を設け、利用意向や協力者の調査を行い、他市町の状況を確認

しながら検討してまいりたいと考えております。以上です。 

（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 平成29年の議事録に、高原さんが質問した回答の中で、厚生部長、その当時の柴田さ

んが、今年度は ―― 平成29年度ですね ―― 平成27年度から平成31年度を計画期間と

いたします子ども・子育て支援事業の中間年に当たりまして、計画の見直しを予定して

おりますと、こんなようなことがされておりまして、ファミリーサポートセンターにつ
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いても本町では開設しておりませんが、事業の実施も含めて今後の検討課題と考えてお

りますと、こんなような回答をされております。 

 29年度にどのような計画の見直しをされましたか。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 今、議員の御指摘のとおり、29年度、中間年で見直しをするという答弁になっておっ

たかと思いますが、さまざまな事情でその見直しが残念ながら行えなかったということ

で、今年度、改めてアンケート調査を行うもんですから、要はどれだけ需要があるか、

要望があるかが基本になるかと思いますので、今年度のアンケート調査の結果を踏まえ

て判断していきたいというふうに考えております。 

（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 まさにこれは地域の皆さんが地域の子育てをそれぞれ協力して応援すると、こういう

事業でございます。ちなみに、知多半島の中でこの事業をやっていないところはどこと

どこですか。 

○議長（藤井満久君） 

 福祉課長。 

○福祉課長（相川和英君） 

 それでは、内田議員の知多管内で行っていないまちについて答弁させていただきます。 

 この事業を現在行っていない市町村は、本南知多町と、現在、阿久比町の２町が行っ

ておりません。以上です。 

（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 

 今言われたとおり、私も各市町村にそれぞれ電話をしまして、その状況がどうなって

いるのかということをお聞きしました。いわゆる時間当たり500円程度で子どもを連れ
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てくるだとか、それから子守をするだとか、それから放課後児童クラブへの移送をする

だとか、また、お母さんが本当に子育てに疲れたときに一時預かってほしいと、こうい

うような役割も、このファミリーサポートというのはあるんですよね。さまざまな役割

がこれはあります。そのほか冠婚葬祭のときに、子どもをちょっと預かってもらって自

分はちゃんとお葬式に行くだとか、そういうふうな形で、やはり、ちょっとした子育て

のときのサポート、そういう面で若い人が確かに100人を切るような町でございますの

で、よりやっぱり厚いそういう点での施策というか、これはボランティアが中心となっ

てやる施策ですので、そこでやっぱり要望があれば立ち上げられないことはないという

ふうに私は思っています。 

 とりわけ先日、若い方とお話しさせていただいて、それはどういう方かというと農業

をやってみえた方ですね。お母さんも農業をやらなきゃだめだと。おまえさんが何だ、

田植えをしないでどうするんだと。もう今後子どもを産むことは、絶対産ませんぞとい

うそういうような、小さい子もいるわけですね、そんなふうな会話になっちゃっている

わけですよ。だから家の中でも、おばあちゃんはいるけれど、おばあちゃんは面倒を見

てくれない、農業をやらなきゃいけないから。そういうふうな家庭が南知多町の中には

いろんな家庭があって、若い方が本当に子育てで困ってみえると、そういうことはいっ

ぱいあると思います。そういう点では、やっぱりそういう施策を幅広く細かく条件整備

をしていくということが非常に大事だと思うんですけど、いかがですか。 

○議長（藤井満久君） 

 厚生部長。 

○厚生部長（田中吉郎君） 

 今、議員がおっしゃられたとおり、少子化が著しい本町にとりましては、子育て支援

対策としてのファミリーサポートセンターは極めて重要な事業になるものと考えますが、

それもアンケート調査の結果で、その要望がどれだけあるかということで考えていきた

いと。要は、受益と公費負担のバランスを考えて、費用対効果でそれをやるべきなのか

どうかということも踏まえて判断していきたいというふうに考えております。 

（５番議員挙手） 

○議長（藤井満久君） 

 内田議員。 

○５番（内田 保君） 
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 ありがとうございます。 

 やはり少子・高齢化という形で、この南知多町が子どもたちが健やかに育てられるそ

ういう条件整備、そして、親もしっかりと働く場所が確保できて、またその時間が確保

できるような、そういうような条件整備、お互いに地域の中でのその条件整備はしなき

ゃいけないし、そして、公的な責任としてもその部分は設定していくと。お金の費用の

面が大変かかってくるとは思うんですが、ぜひ前向きな検討を、未来ある未来への投資

だと思ってぜひとも決断していただきたいと、このように思います。ありがとうござい

ました。 

○議長（藤井満久君） 

 以上で、内田保議員の一般質問を終了いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（藤井満久君） 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。どうも御苦労さまでした。 

 〔 散会 １５時２８分 〕 


